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地球温暖化と水素エネルギー
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石油がバレル100ドルを超える。３月末で暫定のガソリン税が当面廃止された。

世の中はエネルギーに関係して大きく混乱しているようである。しかし，エネル

ギーに関してはこれからの人類の発展に関連して，もっと深く考える必要がある

問題を抱えている。

石油は使うに便利な液体燃料であり，我々が謳歌している現代文明発展の根源

とも考えられる。この石油の価格があっという間に数倍に高騰して，世の中影響

を受けないわけはない。もともと石油は古代生物の遺骸であり，この古代の太陽

エネルギーを10億年の単位で地球内部に蓄えられてものと考えられる。従って，

地球における埋蔵量には限りがある。この限りある貴重な資源を，増大する人口

の文明を支えるために食い尽くそうとしているのである。

埋蔵量と需要のバランスを考えたとき，石油の生産のピークがいつなのか関心

が多いところである。多分これから10年以内に起こる可能性が大きいであろう。

それでは，いつまで使うことが出来るか。化石燃料全体を考えても，おおよそ500

年以上使えると考える人は少ない。化石燃料を古代の遺産と考えると，これを産

業革命から考えて700年程度で使い尽くしてはいけないはずである。これに伴い，

地球環境の変化，地球温暖化現象が懸念されているが，当然のことであろう。人

類が自己の満足のために資源を食い散らした結果であり，今後の発展，子孫の財

産として考えると，より深刻になる。

化石燃料の消費と地球温暖化の関係はこれまで確定してなかった。昨年のIPCC

第４次報告書で，世界の学者が一致して，化石燃料による二酸化炭素排出が真の

原因であることを認めた。二酸化炭素は化石燃料の使用により放出されるが，

一方では，光合成反応により炭化水素として地球に固定される。化石燃料の消費

速度に比べて，光合成反応速度は圧倒的に小さく，結果として，大気中の二酸化

炭素は徐々に増大することになる。今後，世界人口の増大，この増大する人口の
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経済発展を考えると，エネルギー消費，化石燃料需要は指数関数的に増大する見

通しであり，資源問題だけでなく，環境問題としてもかなり深刻な事態である。

これらの大きな課題を解決し，人類の更なる発展を可能にするエネルギーシステ

ムを追求するのが，今に生きる我々の大きな課題である。水素エネルギーはクリ

ーンエネルギーシステムとして注目され開発が進められている。水素―水の循環

は地球規模で考えると炭素―二酸化炭素循環に比べると１万倍以上，量的に多く，

循環速度も1000倍程度速い。我々の試算では，この圧倒的に多く，速いスピード

で運動している水の循環を利用すれば，今よりずっと環境に優しいエネルギーシ

ステムが実現できるはずである。人類の持続型成長を支えうるエネルギーシステ

ムはこれしかない。

この水素エネルギーでは水素―水の循環を利用するのが本質である。すなわち

再生可能エネルギーを用いて水から水素を作り利用することが必須である。一方

では，水素はあらゆる一次エネルギーから作り出すことが出来る。炭化水素から

は，目下のところ最も安価な水素を作り出せる。しかし，我々の最終ゴールが再

生可能エネルギーを用いて水から水素を作ることをであり，そのための技術開発

は着実に進める必要がある。

太陽光，風力，バイオマスがそれに利用できる一次エネルギーの代表であろう。

中でも，風力はコスト的にも安価で，大きな可能性を有するが，その偏在が問題

である。我が国では大規模風力発電所は期待できない。スペイン領のカナリア諸

島では風力を利用して海水を淡水化しており，さらには風力をベースにした水素

エネルギー社会を作ろうとしている。アルゼンチンのパタゴニア地方は強い風で

有名であるが，その潜在量は日本の火力，原子力を含む総発電量の10倍程度であ

る。この風力エネルギーを利用して水素を作ると10億台を超える燃料電池車に供

給可能である。ポテンシャルとして最も期待できるところであう。インフラは全

くないが，人類の宝として，あるいは日本に輸入できれば，日本のエネルギー問

題を一挙に解決できるものとして，考えておく必要がある。
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はじめに

司会 今日は皆様ご多忙の中をお集まりいた

だき，誠にありがとうございます。本日は，

「次世代軽水炉開発プロジェクト」と題しまし

て，ご関係の方々にお集まりいただきました。

次世代軽水炉開発については，当研究所が事

務局となり，平成18年度，19年度の２年間にわ

たり，大橋先生を座長に「次世代軽水炉FS研究

会」を開催し，昨３月12日に取りまとめの研究

会を開くことができました。来年度から本格的

なプロジェクトを始める予定になっています

が，節目の段階にきたところで，座談会を開か

せていただくことにいたしました。最初に，大

橋先生から２年間の研究会の活動を踏まえてお

話しいただければと思います。
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タイムリーな次世代軽水炉開発プロジェクト

大橋 次世代軽水炉の開発は，「原子力立国計

画」に則った具体的プロジェクトとして力強

く進み出す段階にあります。これまで「原子

力立国計画」の前提として，原子力メーカー，

電気事業者，行政庁の三者のいずれもが前に

出ることが難しいという膠着状態が10年～20

年間続いていました。それを解消しながら産

官協力のもとに新しいステップを踏み出そう

ということで，「次世代軽水炉FS研究会」で次

世代軽水炉の概念を作ってきたわけです。

この２年間に，原子力を取り巻く大きな変

化が３つ起きました。１つ目は世界レベルで

の原子力産業界の再編です。日本メーカー３

社と相対応する世界メーカーとの連合ができ，

いよいよ日本が世界の原子力界を背負ってい

く基盤ができてきた感じがします。

２つ目は，中越沖地震（2007年７月）です。

一般の方々の原子力の安全性に関する信頼感

への対応が原子力の課題として浮上してきた

ことだと思います。

３つ目は，原油価格の高騰です。これは原

子力から見れば追い風になっていますが，は

しゃぐことなく，日本で原子力の着実な技術

開発と運営が行われてきたことを幸いに，

我々は今後の足腰の強化を図っていくべきだ

と思います。

以上の３つの変化，また，エネルギーの将

来がとても不確かだという現状において，「次

世代軽水炉FS研究会」で検討してきた次世代

軽水炉の概念は，安全性・効率はもとより，

免震とか廃棄物量低減などを目標に含んでい

ますので，非常にタイムリーな概念になって

いると思います。

内外の原子力開発に対する現状認識

「脱原子力」から「原子力回帰」へ

司会 昨今の内外における原子力の開発につい

て，皆さんがどう捉えていらっしゃるのか，ご

認識をお聞かせいただければ思います。

新井 まず，世界的な原子力政策の動向，背

景についてお話しします。スリーマイル島事

故（1979年），チェルノブイリ事故（1986年）

以降，最近まで非常に長い間世界的に「脱原

子力」の動きが続いていました。いわゆる

「冬の時代」です。それが，近年，地球温暖化，

エネルギーの安定供給といった観点から，世

界的な「原子力回帰」の動きが見られるよう

になっています。

一方，わが国では，1970年代に起こった２

度のオイルショックにより，脱石油へとエネ

ルギー政策が大きく方向転換し，以後，一貫

して原子力エネルギーを着実に推進してきた

というのが現在までの流れだと思います。

世界的な「原子力回帰」の動きについて言え

ば，アメリカでは「2005年エネルギー政策法」
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が制定され，原子力の新規建設の支援が政策

的に打ち出され，スリーマイル島事故から20

年ぶりに新規建設の動きにつながっています。

フィンランドや英国といったヨーロッパの

国々でも新規建設に向けた方針転換が行われ

ました。さらに，中国，インドといったアジ

ア諸国，ロシアでも今後，国によって20基以

上の新規建設の動きがあり，現在，アメリカ

のGNEP（Global Nuclear Energy Partnership）構

想のもとで，核拡散を防止しつつ，原子力の

平和利用を進めることが世界的潮流になって

きています。この中で，わが国がいかに国際

貢献を果たしつつ，原子力を着実に進めてい

くかが課題になっています。

環境変化の中にある原子力

武藤 大橋先生がおっしゃったように，原子

力を取り巻く環境が大きく変わりつつあると

思います。

振り返ってみますと，1970年代から90年代

までの30年間，日本の原子力発電は経済成長

にあわせて順調に容量を増やしてきました。

当初は海外からプラント技術を導入していま

したが，その後，国産化し，さらに改良する

ことで，原子力の運転性，安全性，経済性な

どを向上させてきたわけです。

この間，国全体のプロジェクトとして，第一

次改良標準化計画（1975～77年），第二次改良

標準化計画（1978～80年），第三次改良標準化

計画（1981～85年）に取り組んできました。90

年代に入ってからは，その成果でもあるABWR

（改良型沸騰水型軽水炉），APWR（改良型加圧

水型軽水炉）の開発にも着手しました。

90年代に入ってからは，経済成長の鈍化や

省エネルギーの進展で，エネルギー需要の伸

びが鈍化してきました。国内のエネルギー需

要が2020年頃にピークになるという見通しも

あります。ただ，総合資源エネルギー調査会

需給部会の報告では，2030年頃の電力需要は，

今より約2,000億kWh増えて，１兆2,200億

kWh／年になると見込まれています。この増
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　　　　　（原子力比率 20％） 
　 
　1970年代以降、原子力発電所の新規建設が途絶えてい
たが、2005年8月に成立したエネルギー法等により、新
たな原子力発電所の建設を目指した取組を官民一体で推進。
ついに約30年ぶりに新規建設発注へ。2006年2月に「国
際原子力エネルギーパートナーシップ」を発表し、核燃
料サイクルや高速炉開発に積極的に取り組む姿勢に転じた。 
 
 
　　　　　　（原子力比率 15％） 
 
　現在運転中の原子力発電所22基（うち5基は運転休止中）
のうち、20基があるオンタリオ州では、環境保護の観点
から石炭火力発電所を全廃することとしている。これに
伴う電力不足をカバーするため、運転休止中の原子力発
電所の運転再開が順次承認されている。 
 
 
　　　　　　　　　（原子力比率 52％） 
 
　1980年の国民投票では2010年が原子力発電所を撤廃す
る期限となっていたが、代替電源の見通しが立たないた
めに1997年に廃止期限を撤回。 
　ただし、既に廃止が決まっていたバーセベック1号機
は1999年に廃止され、同2号機も2005年5月に廃止された。 
 
 
　　　　　　（原子力比率 40％） 
 
　1990年の国民投票では、2000年までの10年間、新規
原子力発電所建設は行わない（モラトリアム）こととさ
れたが、2003年の国民投票では、同モラトリアムの延長
や原子力発電所への支援措置廃止といった脱原発の提案
が否決された。 

　　　　　　　（原子力比率 78％） 
 
　フランス電力会社（EDF）は、2004年10月、EPR（欧
州加圧水型原子炉）と呼ばれる新型炉の所号機（実証炉）
をフラマンヴィルサイトに建設することを決定。今年、
シラク大統領は2020年までに次世代炉の原型炉運転開始
を宣言。 
 
 
　　　　　　　　　（原子力比率 27％） 
 
　チェルノブイリ事故以後の新規原子力発電所に否定的
だった立場を転換し、5基目の原子炉建設を開始（2009
年の運転開始予定、炉型はEPR）。ロシアからの電力の
輸入依存度を低くすることを目指している。 
 
 
　　　　　　　（原子力比率 19％） 
 
　約20年にわたり、新規建設が行われていなかったが、
2006年7月に英政府は新規建設促進に方針転換すること
を表明。 
 
 
　　　　　　（原子力比率 16％） 
 
　1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故以来、2001
年に初めて新たな原子力発電所が運転開始。総発電電力
量に占める原子力発電の割合を、2020年には約23％にま
で引き上げる予定。 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　 
　アジアでは、中国やインドにおいて、今後のエネルギ
ー需要の高まりから、数多くの新規原子力発電所建設が
予定されている。 
　特に中国においては、昨年だけでも新設4基、増設4基
の計8基の建設計画が明らかにされており、今後2020年
までには原子力発電容量を現在の約900万kW（建設中2
基含む）から、約3600万kW～4000万kWにまで引き上げ
る予定。 

米国 

カナダ 

スウェーデン 

スイス 

フランス 

フィンランド 

イギリス 

ロシア 

アジア（中国・インド） 原子力比率　中国：2％、 
                     インド：2％ （ 

（ 

表１　諸外国における原子力をめぐる動向

（出所：総合資源エネルギー調査会原子力部会報告書「原子力立国計画」平成18年８月）
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加分をACC発電方式による火力で賄うとなる

と，二酸化炭素排出量が約9,900万トン増える

ことになります。また，ここ数年では化石燃

料の価格が高騰して高どまりする可能性も指

摘され，国際的な資源確保が難しくなってき

ています。その中で，原子力をうまく動かし

て電力の安定供給を確保することは非常に大

切なことだと思います。

既設プラントについては，2030年頃からリ

プレースが本格化していきます。そうした時

代を意識して，次世代軽水炉の技術開発を行

うことが大切だと考えています。

技術力を維持している日本メーカー

司会 国内では新規の原子炉建設が低迷する一

方，海外では活発な需要が起きている状況です

が，メーカーとして，この状況にどう対処して

いかれるおつもりか伺いたいと思います。

齊藤 今，世界中で原子力の利用計画が増え

ています。これまでに原子力発電を導入して

いる国は30カ国で，原子力プラントが439基，

出力が約３億7,000万kWです。現時点での新

たな原子力利用計画は，将来構想を含み，原

子力プラントは349基，出力は約３億3,000万

kWとなっています。

原子力を導入済みで増設する国（アメリカ，

イギリス，中国，インド，他）だけでなく，新

たに原子力の導入を計画している国（ベトナム，

インドネシア，トルコ等々）が非常に多いとい

う特徴があります。アメリカは，軽水炉104基

を有する原子力大国ながら，スリーマイル島事

故以降，約30年にわたって新規建設がありませ

んでした。しかし，エネルギーの確保と地球温

暖化問題への対応から原子力が必要だというこ

とで，ブッシュ政権が打ち出した財政的支援策

（発電税の軽減，許認可遅延時の費用補償，国

による債務保証など）により，多数の新規計画

が具体化してきています。

候補の炉型としては，現在，「第３世代」に

分類されている日本が開発したABWR，

APWR，フランスのEPR（欧州加圧水型炉），

「第３世代プラス」に分類されているAP－

1000，ESBWR（Economic and Simplified BWR）

があり，優位性を競っているという状況です。

原子力発電所の建設が非常に巨額な投資を

必要とするため，最大のリスクは，費用と工

期の不確実性です。米国は長らく新規建設が

なかったので，建設技術を維持できていませ

ん。一方，日本は，新規建設を継続してきた

ので，建設技術の高度化を含めて日本メーカ

ー各社が最新技術を持っており，この実績と

技術に世界が期待を寄せています。また，新

たに原子力を導入しようとする国では，まず

人材育成や安全規制の法体系など，インフラ

整備が必要です。この面でも，日本の支援が

期待されています。

こういったグローバルなビジネスチャンス

の拡大に対して，日本メーカーが世界の原子

力開発利用計画に参画して貢献したいという

ことで，原子力産業の国際再編が進展してい

るわけです。現在，世界の主要なプロジェク

トの多くに日本メーカーが関与していくとい

う状況にあります。グローバルな「原子力回

帰」の動きに貢献し，世界のエネルギー安全

保障並びに地球環境問題の解決に貢献したい
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と考えています。これは日本の国益にもかな

うことだと理解しています。

Near term deploymentとしての次世代軽水炉

松井 まだ「冬の時代」だった2000年に，

2030年の少し手前で世界的に原子力への要求

が絶対出てくるはずだと予想し，その時に対

応でき，途上国にも多様な利用形態で導入で

きる原子炉を国際協力で開発しようというこ

とで始まったのが「第４世代国際原子力シス

テム開発」（Generation IV International Forum/GIF）

です。今もその中で高速炉やガス炉の研究開

発が進められています。

GIFが始まった時の議論でも，もっと実用的

ですぐに使える軽水炉や重水炉炉系を「第四

世代」ではなく“Near term deployment”と称

して，開発していこうと合意された覚えがあ

ります。その狙いは，21世紀の人口増加，エ

ネルギー需給のバランス，地球環境問題に対

応できる炉の開発でした。今回スタートしよ

うとしている次世代軽水炉開発もどういう意

味をもってくるか位置づけをより明らかにし

なければならないと思います。

世界市場で通用する原子炉の開発

齊藤 メーカー各社が努力して海外展開をし

ていますが，私は，ユーザーである電力会社

と一緒にやらせていただきたいと思っていま

す。と言いますのは，日本の場合，発電所の

建設管理，運転保守は，電力会社がやってお

られるわけで，そこでのノウハウ，技術も海

外で必要とされているからです。そういった

ノウハウを軸に，海外プロジェクトでご一緒

させていただけると，日本のアピール力が一

層強まります。この点も忘れてならない要素

だと思います。

武藤 原子力を取り巻く環境変化の１つのキ

ーワードは「世界」ということだと思います。

地球環境問題も化石燃料の高騰も「世界」と
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図１　世界の主要原子力発電プラントメーカーの変遷
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いう枠組みで考えるべき事柄です。ですから，

新しい環境は，国内の原子力を取り巻く過去

のそれとはかなり違ってきていると思います。

そういった中，メーカーは「世界」を見なが

ら活動しておられるわけですが，その時にも

やはり一番大事なのことは，まず国内のプラ

ントがしっかり動いていることだと思います。

しかし，世界をみると，残念ながら，アメ

リカの方が日本よりも設備利用率も高いし，

被曝も少ない。我々が誇ってきた高い安全性

と信頼性も，諸外国との差がかつてほどには

なくなり，追いつかれつつあります。その他，

全体的な性能指標でも，アメリカのみならず，

周辺諸国の後塵を拝するものもある状況にな

っています。そこを見直していくことが最大

の課題だと思います。

発想の転換も必要だと思います。「世界」を

考えてプラントを開発するなら，世界市場が

何を求めているか調べて，それに合うものを

作っていかなければならないと思います。

齊藤 そのとおりです。我々が海外でマーケ

ティングをやろうとすると，やはり日本国内

での運転実績について問われます。残念なが

ら，現時点では誇れる実績ではありません。

稼動率を上げるなど運転実績の面で，日本が

世界のトップレベルであることが前提となり

ます。ですから，関係者で努力して，日本の

プラントが最高に力を発揮できる状態にもっ

ていくことが重要な課題だと認識しています。
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㈱日立製作所
執行役専務

図２　原子力プラントに関する運転実績の日米比較

（出所：総合資源エネルギー調査会原子力部会報告書「原子力立国計画」平成18年８月）
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次世代軽水炉開発の意義とニーズ

「原子力立国計画」で一歩踏み出す国

司会 経済産業省は「原子力立国計画」で，

2030年頃の導入を念頭に次世代軽水炉の技術開

発を推進するとしています。一方で，「ABWR，

APWRを作ってまだ時間が経っていない。

ABWR，APWRへの投資を回収する前に次の開

発をするのか」あるいは「既設の炉の寿命を延

長しているところで新しい炉が参入する余地が

あるのか」といった議論もあります。

そういった中で，次世代軽水炉技術開発の

意義やニーズについてご見解をお聞かせいた

だければと思います。

新井 次世代軽水炉技術開発の政策的な位置

づけ，プロジェクトが生まれた背景について

述べます。

次世代軽水炉の技術開発が政策として最初

に大きく位置づけられたのは，「原子力政策大

綱」（平成17年10月，原子力委員会）です。そ

の後，「第三期科学技術基本計画」（平成18年

３月策定）の戦略重点科学技術の１つに位置

づけられ，さらに，「原子力立国計画」（平成

18年８月，総合資源エネルギー調査会原子力

部会）に盛り込まれました。

「原子力政策大綱」が出る前の時期という

のは，国家プロジェクトとしては，高速増殖

炉（FBR）の将来での実用化を目指すという

状況で，政策的に電力，メーカーを引きつけ

る開発プロジェクトが乏しい時期だったと思

われます。また，1990年代後半から電力自由

化，電力需要の増加，立地の困難性などを背

景に新規建設が低迷しました。それに呼応す

るかのように政策もなかなか踏み出せない状

態が続いていたと思います。

「原子力立国計画」では５つの方針が示さ

れていますが，特に，国が大きな方針を示す

とともに，第一歩を踏み出すということが記

載されています。「次世代軽水炉開発プロジェ

クト」は，まさに「原子力立国計画」の基本

方針に則った国家プロジェクトで，電力，メ

ーカー，関係各位の総力を結集していくこと

が重要であると考えています。皆様，ぜひご

協力をお願いいたします。

「第３世代」と「第４世代」をつなぐ世界標準炉

齊藤 日本の場合，原子力プラントの建設が

継続されてきたおかげで，日本メーカーが設

計，製造，建設等の最新技術を持っています。

これが現在，世界で日本メーカーが優位なポ

ジションにいる理由だと思います。将来にわ

たって，人材と技術の厚みを維持していくた

めに，実プロジェクトのモノづくりが欠かせ

ません。それに加えて，技術開発を続けて，

日本が技術で世界をリードし続けることが肝

要です。そういう意味で，「次世代軽水炉開発

プロジェクト」は，メーカーにとって非常に

重要な位置付けになります。

この次世代軽水炉は，現在，開発あるいは

建設が進められている「第３世代」及び「第

３世代プラス」を発展させ，その後にくる高

速炉を中心とする「第４世代」に繋ぐものと
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位置づけることができます。

安全性や経済性に関して非常に高い目標が

設定されています。私は，これらの目標は，

2030年以降の世界のニーズに適うものだと考

えています。特に，ウラン資源の有効利用が

世界共通のニーズではないかと思います。今

後世界の原子力発電が大幅に増加すると，そ

のニーズがますます強まるものと考えられ，

そういう意味で，将来の世界市場における戦

略上の意義は非常に大きいと言えます。

これを実現するハードルは非常に高いと思

いますが，国の支援，ユーザーである電力会

社のご指導を得まして，日本メーカーとして

総力を挙げて次世代軽水炉の開発を進め，日

本発の国際標準炉として世界市場をリードし，

それによって人類にとって重要な課題である

エネルギー問題，さらには地球環境問題の解

決に貢献したいと考えています。

松井 国レベルでは，日本がABWRとAPWR，

アメリカがAP－1000，ESBWR，ヨーロッパ

がEPRで，世界のマーケットで競い合ってい

ます。メーカーレベルでは，日本がほんとど

全部の炉に深く関与していますが，それに続

く市場を考えた時，ABWR，APWRの次の武

器を持っていないといけないと思います。次

世代軽水炉開発の実利的な意義はそこにある

と，私は思っています。

武藤 原子力に限らず，「世界標準を使う良さ」

というものがあります。世界中で幅広く使われ

ている技術だということが軽水炉の良さになっ

ているという側面がある，つまりそれを皆が使

うことが全体の技術をより良い形にしていく上

で非常に役に立っているということがあります。

これから開発される原子炉についても，世界標

準を目指していくことが大事だと思います。

ハードとソフトのセットでリーダーに

大橋 まず，次世代軽水炉の開発には，単に
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それだけではなく，今の軽水炉の高経年化に

よるリプレース，FBR開発の進捗，再処理か

ら高レベル廃棄物処理までを含めた原子力全

体を取り巻く事項が直接間接に関係してきま

す。例えば，今の軽水炉の寿命をどう考える

かが中期的な課題となりますが，物理的な問

題というより，効率，経済性に加え，規制や

リプレース可能性ということが現実には生じ

てきます。どうしても，電気事業者を中心に，

「現状維持」という姿勢が強くなります。次世

代軽水炉開発は，こうした原子力全体の「現

状維持」から脱却する戦略を全員で論議して

いくための契機となると思います。

次に要件です。これまでの技術開発では，

発電出力，単価，稼動率など，性能をあらわ

す直接の数値を向上させていくことが議論の

中心だったと思います。現代は，これらに加

え，今まであまり直接は考慮の対象でなかっ

た建設性，保全性，運転性，規制との適合性，

被曝量低減の方策などを要件に加え目標設定

していくことが必要とされると思います。次

世代軽水炉の検討にあたっては，こういった

いわば21世紀型の視点を最初から取り入れる

ようにしました。

最後に，技術力や人材の維持のためには，

これまでの「フォロワー」というメンタリテ

ィーから世界をリードしていくというメンタ

リティーへの大転換が必要だと思います。技

術力では，日本はリーダーになって然るべき

ですが，「誰も頼れない所へ出ていくんだ。全

部自分でやるんだ」という考え方までにはな

っていないような気がします。

武藤 世界の競争市場では，最終的にその市

場で良いと評価されるプラントが選ばれるこ

とになるでしょう。では，世界でどういうプ

ラントが顧客から見て良いと思われるのか。

これまでの，「第一次改良標準化」，「第二次改

良標準化」，「第三次改良標準化」で，我々は

ずっと，ハードウェア中心で改良を進めてき

ました。しかしよく考えてみると，ハードが

季報エネルギー総合工学



良いということは大前提であって，これがソ

フトというか，動かし方や仕組みとセットに

ならないと本当に良いプラントにはならない

のです。例えば，運用や保守，更には機器や

部品の標準化，規格・基準，そしてそれを支

える人材等が全体となって，このハードでこ

んな使い方をすると安全でしかもこんな稼働

率になるんだということがわかって初めて良

いプラントだという評価になる。そこが今ま

でとかなり見方を変える必要があるところだ

と思っています。質の高いハードがそういう

ソフトものとセットになって初めて世界市場

で高く評価される良いプラントになるという

視点をもって次世代軽水炉の開発を進めてい

かないといけないと思います。

齊藤 確かに，これまでの軽水炉技術の開発

は，海外から導入してきたものを良くする

「フォロワー」の姿勢で，それを世界に広めよ

うという考えは弱かったと思います。

今回の次世代軽水炉開発は，世界をリード

する概念を作り上げていくわけですから，こ

れまでとはかなり違うメンタリティーで取り

組まなければならないと理解しています。

大橋 私は，決して，メーカーの姿勢を見て

「日本はフォロワーだ」と言ったわけではあり

ません。例えば，非常用炉心冷却システム

（ECCS）の水源機能に影響を及ぼすストレーナ

閉塞問題を検討したときに思ったことです。日

本は既に原子炉50基を20～30年運転してきた国

なのに，この問題を評価するための何のベース

もありませんでした。学界，電力会社，規制当

局もアメリカの情報を集めて，アメリカはこう

している，アメリカはこう考えているというこ

とに頼った次第でした。このようなときに，自

分自身のことも含めて，日本の原子力の厚みが

まだまだ足りないと思ったのです。

武藤 それは電力会社の責任でもあります。

現在，日本には米国の約半分，55基の軽水炉
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が運転中で，運転実績も約1,200炉・年あるの

ですが，運転実績，経験をデータとして世界

に示すという点で我々がアメリカのせめてそ

の半分，我々の規模に見合う貢献を世界に対

してやってきたか，と考えると，忸怩たるも

のがあるわけです。

しかし，最近では原子力技術協会がNUCIA

というデータベースを運用して各社の経験を

事業者間で共有し，またその内容はすべて公

表しています。またBWR，PWRそれぞれで電

力会社とメーカーが共同でオーナーズグルー

プを形成して，運転実績やベストプラクティ

スなどを共有してお互いに学び合いながら現

場の品質を高めることを始めています。また

新しい検査制度もまさにそういうことを意図

して，電力が自主的にきちんとプラントの状

況を把握して一番良いプラントの保守のやり

方を考えることを前提にその在り方を考えよ

うということで議論が進んできたと思います。

全体の大きな方向はそちらの方に向いている

と思いますので，もうしばらくたつと成果が

出てくるという気がします。

また，もとより，日本の良さもあります。例

えば，プラントの計画外停止率は，日本が世界

から頭抜けて小さいですし，燃料被覆管からの

核分裂生成物の漏洩率も諸外国よりも１桁小さ

い実績をあげています。

それから，工期どおり，あるいは予算額ど

おりにプラントを造ることは日本は非常に得

手としているところです。日本が世界でも得

意なところを出発点に，弱いところは補いな

がら，良いものを造り上げていくという考え

方が大切だと思います。

次世代軽水炉プラント概念の革新性

６つのコアコンセプト

司会 次世代軽水炉開発では，プラントを構
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成する６つの革新性を有するコアコンセプト

を設定して（図３参照），技術課題を検討して

います。いずれも非常に高い目標ですが，こ

ういった高い目標をクリアするには技術開発

をどのように進めればいいか，ご議論いただ

ければと思います。

新井 コンセプトに掲げている技術課題を日

本で進めていくにはメーカーの役割が大きく

なってくると認識しています。国の役割は，

技術開発をいかにスムーズに進めるかという

ところにあります。資金的な支援に加え，規

制高度化の検討など，環境整備も進めていく

必要があると思います。

こういったソフト的な仕組みづくり，制度

的なことは，国として大きく期待される面も

あるでしょうし，取り組まなければならない

と思っています。

武藤 世界標準になるものを提案するにあた

り，日本がリードできる可能性がある技術開

発要素が選ばれていると思います。これから，

世界のユーザーがどの方向を望んでいるかを

サーベイしながら内容を調整していくのが良

いと思います。

例えば，「濃縮度５％超の燃料を用いる」と

ありますが，世界を見ると，遠心分離の新工

場では最大濃縮度10％で許認可を得ていると

ころがあります。世界各国でも，いろいろな

運転に対応できるより柔軟度が高い燃料設計

を指向しているように思います。こうした世

界の様子を見ながら市場のニーズをよくみて

それにフィットする形で内容を調整していけ

ば良いと思います。

齊藤 この６つのコンセプトはいずれもチャ

レンジングだと思います。コアコンセプト①

は，世界初の濃縮度５％超燃料を用いた原子

炉系の開発による，使用済燃料の大幅低減と

世界最高の稼働率実現であり，それが最大の

セールスポイントだと思います。燃料の高燃

焼度化（70GWd/t）と24カ月連続運転，稼動

率97％を実現することにより，発電原価（資

本費，運転費，燃料費）を大幅に低減できる

とともに，使用済燃料の発生量を30～40％削

減でき，ウランの利用効率が高くなります。

日本における約40年の軽水炉改良の歴史とい

うのは，ある面では燃料の高燃焼度化の歴史と

も言えます。最初にプラント技術を海外から導

入したときは，30GWd/tに満たない燃焼度でし

たが，これを現在，約50GWd/tまで上げてきま

した。今回，濃縮度５％超燃料を用いて

70GWd/tを狙うということで，チャレンジング

だと思うわけです。燃料は原子炉内の厳しい環

境条件で使用されているので，特に被覆管の耐

食性の開発が重要ですし，それから確実に燃料
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の健全性を照射試験で実証してステップアップ

していく必要があると考えます。

それから，コアコンセプト③に期待がかか

ります。というのも，原子力プラントの計画

から設計，製作，建設，運転，保守，廃炉に

至る各段階で多岐に亘り，非常に膨大な情報

を取り扱っています。この複雑さや情報量は

プラント，あるいはプロジェクトとして見た

場合，世の中で最大の存在かも知れません。

数年で10倍という形で猛烈なスピードで進化

しているIT技術を駆使して，プラントのトー

タルライフマネジメントをすれば，労力削減，

ヒューマンエラーの撲滅のみならず，プラン

トの運転・運用性向上や保守業務高度化など

が図れると考えられます。

このＩＴ技術は日本の得意分野でもありま

す。優秀なハード技術とこういったソフトの

融合は世界をリードする重要な要素になるの

ではないかと思います。

松井 プラントの建設から廃炉までを情報化

して，うまくマネージすることは，経済性だ

けでなく安全性の確保にも寄与してくる。ハ

ードだけではない開発も可能になる可能性が

あると期待できます。

大橋 ６つのコアコンセプトは，どれも非常に

革新的です。もちろん最高の技術と最も優れた

アイデアを集めればいいのですが，原子力では，

いいアイデアを思いつくというだけでは技術革

新はできません。例として，安全系について，

材料はどういうものがあって，どういうところ

が何年間使えるかなど，さまざまな制約条件を

知った上で新概念を提案し開発していくという

難しくもあり，また，そのような高次の思考展

開を要するとても面白い技術開発だと思いま

す。ですから，これまで多くの実績をもつメー

カー，電気事業者に蓄えられている技術をうま

く反映しながら，この革新的な開発をやってい

ただければと思います。

司会 どれが難しいのでしょうか。

大橋 個人的には，燃焼度70GWd/tの達成は

それほど難しいと思いません。「濃縮度５％超」

は，燃料製造から再処理，高レベル廃棄物，

さらにはプルサーマルへの影響など，サイク

ル全般に係ってくる課題ですので，幅広い視

点の検討が必要になるかと思います。

齊藤 従来は「５％ありき」で，これを条件

に努力をしてきたという感じです。正直なと

ころ，産業界として，これが取り除かれると

いった発想ができませんでした。

プラント寿命を巡る論点

司会 技術課題について，さらにこうすべき

ではないかというようなコメントがあればお

願いします。

大橋 どうせなら「100年プラント」を作れば

良いのではないかと思います。100年と決める。

例えば，安全評価で，確率論的安全評価

（PSA）がなかなか導入されないのですが，デ

ータがそろうのを待つことに意味があるわけ

ではないですから，「来年から全部こうする」
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と決断して前へ進めることが大事ではないで

しょうか。新しい技術開発を積極的に取り入

れて，バランスの良い革新的な設計を追求し

たいと思います。

齊藤 寿命評価は，非常に難しい問題です。80

年経たないと実績が出ないところを予測すると

いうのが非常に難しいところです。どういうふ

うに理解し，対応していくかよく考えなければ

いけないと思います。

松井 壊れれば直せばいいし，どんどん出て

くる新技術で換えればいい，80年経って元々

のプラントの機器と同じものは何もないと言

うのでも良いのではないかと思います。

武藤 設計時，建設時に，80年先に何がおき

るのか，そのリスクを見通すことは中々難し

いわけですが，それでも予めいろいろなこと

を予測して準備をしておくことでうまくプラ

ントを80年間通して運転することはできるは

ずです。ハードの耐久性が足りないなら途中

で取り換えることを前提に設計，建設すれば

良いということでしょう。単にハードを作る

ということを超えて，80年動かすということ

を念頭に，予見される問題について予め手を

打っておくことが魅力あるプラント作りにな

るのではないかと思います。

軽水炉の設計には何十年かの歴史がありま

すが，他の産業と比べて，意外とその中身の

進歩はないように思えます。規制との関係も

あるのでしょうが，昔の設計手法をそのまま

踏襲しているところが多く，社会環境もあっ

て新しい技術や手法を持ち込みにくいという

側面があります。シミュレーションや計算機

の技術は昔よりも格段に進歩しているわけで

すから，現在の技術力に見合った設計方法，

考え方があるはずでそうしたブレークスルー

も大切です。

原子炉開発への提言

産官学の総合力の発揮

司会 わが国は，これまで数次に亘り軽水炉

の改良標準化を実施しておりますが，本プロ

ジェクトは20年ぶりに実施される軽水炉技術

に係る大型プロジェクトです。軽水炉開発を

進めていく上でどういった技術開発のあり方

が有効なのか，ご示唆をいただければと思い

ます。

武藤 ２年ないし３年後にホールドポイント

が設定されると理解しています。非常に高い

ハードルを設定しており，これまでの開発と

かなり質の違うことをやろうとしているわけ

ですから，これから作ろうとするプラントが，

本当に世界標準となり得るのか，そのための

課題の達成状況が具体的にどうか，をきちん

と評価して，ホールドポイントではしっかり

計画全体を評価することが重要だと思います。

それから世界市場を視野に入れるのですから，

産官学の総合力の発揮が大切です。国内のリ

ソースをしっかり束ねていかないと，世界の
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リーダーにはなれないと思います。これまで

の開発では，ともすると国内での産官学，あ

るいはメーカー間の棲み分けをどうするか，

ということが重視されてきたところがありま

すが，国内の関係者がそれぞれの良さを発揮

して力を合わせていかなければ世界市場での

競争は無理でしょう。そういう総合力を発揮

できるかがコアコンセプトをクリアする重要

な成功要因の１つではないかと思います。

齊藤 メーカーの立場で考えると，ユーザー

のニーズを踏まえた製品開発が不可欠です。

ABWRの開発では，ユーザーの強力なリーダ

ーシップの下に技術開発を進めたことが，大

きな成功要因であったと考えます。次世代軽

水炉の開発においても，ユーザーとメーカー

とでしっかり考えていかないと実現が難しい

と思います。

これまでは，外国から導入してきたものを改

良して日本市場に適合させていくという開発で

した。今回は日本発の国際標準炉とすることを

狙うわけですから，研究開発段階から海外市場

のニーズ，動向などを把握しつつ進める必要が

ありますし，いずれ海外組織・機関と連携する

必要が出てくる可能性もあると思います。

最後に，最新の技術知見を国際規格や国際

基準にしていく努力も必要になるでしょう。

日本で開発した炉型が国際標準炉になるため

には，米国の設計型式認証制度のような，安

全規制の適合性確認に関する仕組みづくりも

必要だと思います。

新井 わが国のメーカーと電力の要素技術は，

世界でも最高レベルだと我々も考えておりま

すし，国内の関係者の方々が総力を結集すれ

ば，この高いハードルは必ずクリアでき，必

ず世界標準を獲得できるだろうと期待してお

ります。国は当然，全面的に支援いたします

ので，ぜひ総力を結集して取り組んでいただ

きたいと思います。

「社会に受け入れられる技術」という視点

松井 今までの原子炉開発は利害関係者間だ

けでの話し合いで行ってきたところがありま

した。しかし，これからは，社会に受け入れ

られる技術という考え方で進めないと，世間

がついてこない，予算もついてこないという

ことになると思います。そういうところの工

夫も必要になるという気がします。

まとめ

現場重視，誠実な取組み

大橋 第一次から第三次までの改良標準化は，

産官学の連携で，結果も含めてうまく行った

と思います。個人的にも高く評価しています。

ただ，社会環境や人の考え方は変わるもので

すから，これまでのやり方で今後もやってい

けるか考えてみる必要があると思います。

新しい技術開発には，メーカーの壁を越え

るとか，産官学の役割を適切に分担するとか，

規制と推進の二項対立をあまり気にせずに，

例えば日本原子力研究開発機構（JAEA）や原

子力安全基盤機構（JNES）などのリソースも

使って情報の公開，発信をしながら開発を進

めていくといいと思います。

やはり，現場は重要です。昔のように，国

はお金を，メーカーは指令を，電気事業者は

サジェスチョンを出して，現場へ伝えると技

術開発が行われるという形はあり得なくなっ

てきています。設計の現場，運転の現場，建

設の現場，検査官が参加する現場で何が考え

られ，何をするのか，何が大事かを考えて開

発を進めなければいけない時代になってきて

いると思います。早い段階から運転員の意見

を聴くとか，そういう「オールジャパン」の

取組みを期待します。

― 15 ―第31巻 第１号（2008）



最後に，全員が誠実に取組むことが大切だ

と思っています。このところ，日本社会は欧

米型の説明責任や透明性を無条件に取り入れ

て，難しい局面にぶつかっているところが増

えているのではないでしょうか。原子力でも

実は非常に大きな影響が出てきているところ

です。もちろん，説明責任とか透明性は民主

社会の重要な概念ですが，一方で，アジア型

の社会の軸としてきた誠実さ，信頼を大切に

して，やり方を整えていく必要がでてきてい

るように思います。原子力開発は，国民的な

支援が必要な事業です。もちろん，説明責任

をきちんと果たしながら，プロセスにおいて，

また，結果において，原子力界全体の信頼が

ますます高まるように，私も含めて全員が誠

実に取組むことを期待したいと思います。

司会 本日は有意義なお話を賜り，ありがと

うございました。
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１． さまざまな再生可能エネルギー導入

支援策

エネルギー源の多様化や温暖化対策として

大規模水力を除く再生可能エネルギーの本格

的な普及に向けた各種支援策が進められてい

る。太陽光発電（PV）など再生可能エネルギ

ーは，温暖化対策としてのみならず，輸入エ

ネルギーを減らすため，エネルギー安定供給

に寄与し，持続可能な社会を築く新規産業と

しても期待されている。わが国では，従来，

新エネルギー法（新エネルギー利用等の促進

に関する特別措置法）により，再生可能エネ

ルギーに限らず，高コストであるため，普及

支援が必要なエネルギーとして新エネルギー

の開発普及が進められてきた。実用化段階に

達した小規模水力発電や地熱発電，研究開発

段階にある波力発電や海洋温度差発電は，再

生可能エネルギーであるが，新エネルギー法

に基づく新エネルギーには指定されていない。

また，いくつかの技術は，技術進歩により低

コスト化が進んだため，新エネルギーの定義

が見直され，天然ガスコージェネレーション

や化石燃料由来の廃棄物発電・燃料製造・熱

利用は除外されることになった（新エネルギ

ー法施行令改正）。

本稿では，新エネルギーのうち，電力系統

に販売される再生可能エネルギーに焦点を当

てる。わが国で再生可能エネルギーから商用

系統への販売電力（いわゆる逆潮流分）拡大

を支援する制度は，主に電力会社による余剰

電力購入メニューとRPS法である。RPS

（Renewables Portfolio Standard）法とは，電気

事業者に対し，販売電力量の一定割合以上の

新エネルギー電気を利用することを義務付け

る，キャップ・アンド・トレード型の制度で

ある。わが国では「電気事業者による新エネ

ルギー等の利用に関する特別措置法」（RPS法）

として2003年４月から全面施行されている。

再生可能エネルギーはその技術段階に合わ

せた導入支援策が必要である。直接的な支援

策として，当該エネルギーシステムの設備投

資等に対する公的補助や低利融資，優遇税制

という設備容量（kＷ）当たりの支援策と，規

制的あるいは自主的な買取価格メニューや

RPSのような発電電力量あるいは販売電力量

というkWhに対する支援策が代表的である。

さらに，需要家の電力支出に対する付加金

（米国で一般的なグリーン料金メニュー）や規

制的な課徴金（米国カリフォルニア州の公益

基金）により再生可能エネルギー購入を促す

取り組みもある。わが国でも販売電力分の普

及を義務化するRPSを補完する手段として，

自家発自家消費部分も含めたグリーン電力を

証書の形で販売する仕組みを後押しする議論

が総合資源エネルギー調査会新エネルギー部

会で始まった。また，間接的な支援策として

政府や企業による新エネルギー導入目標やビ

ジョン，二酸化炭素（CO2）排出量取引や環

境税などがあげられる。

現在，日欧米でさまざまな支援策が実験さ

れているとも言える状況であり，RPSなど主

［寄稿］

RPS下における再生可能エネルギーの普及見通し
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に電力量で義務付ける 手法※1と再生可能エネ

ルギーが連系している配電事業者に一定価格

で義務付ける手法が代表的であるが，その支

援対象，目標量，買取価格など設計方針や運

用の実態はさまざまである。RPS制度は，

2006年末時点でイギリス，オーストラリア，

イタリア，アメリカ各州（21州，コロンビア

特別区）などでも導入されている（1）。

これらの支援策は，国内外で大きく異なる

エネルギー・電力事情に適合した形で技術的，

経済的な成立性や費用負担を十分見極めたう

えで，選択されるべきものである。他の地域

で成功しているように見えたからといって，

単純に移転するようなものではないことに注

意することは言うまでもない。対象とする技

術，目標普及規模，地域のエネルギー需給状

況，他の関連するエネルギー政策，環境政策，

廃棄物行政との関係に応じて使い分けられる。

RPSは豪州，英国など電力市場自由化に熱心

な国や米国20数州で実施されており，特にテ

キサス州などもともと風況に恵まれた地域で

は風力発電の設置容量が急増している。

一方，買取義務付け制度は2005年までにドイ

ツ，スペインなど40の国や地域で実施され，特

にドイツは法律により，電力供給に占める再生

可能エネルギー比率を2020年に20％以上と定

め，風力発電およびPVの設置容量で世界１位

を誇る。この買取義務による費用は，最終的に

需要家の料金に転嫁される。そのため，大きな

費用負担が国際競争力を損なう製造業※2や鉄

道・路面電気事業者は，費用負担が軽減される

優遇措置を受け，その分は民生など他の需要家

の負担が増大している。このような積極的な費

用負担を選択したドイツ，デンマーク，スペイ

ンなどは，自国の新エネルギー産業育成と結び

つけている。

２． RPS法と新エネルギーの導入状況

表１にわが国の新エネルギー導入量の見通

しを示す。2005年度までPV，風力とも順調に

設置容量を増やしてきているが，2010年度の

政府導入目標を達成するには大きな努力を要

するのが現状である。

RPS法の義務対象者である電気事業者とは，

一般電気事業者，特定電気事業者，および，

特定規模電気事業者を指す。このうち一般電

気事業者の実際の義務量と，前年度販売電力

量に対する実際の義務率の推定値を，図１に

示す 。義務量合計は，2003年度の約33億kWh
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※1 テキサス州では設備容量（MW）で義務付けている。
※2 一定以上の電力消費量を有し、かつ総付加価値に占める電力コスト割合の高い電力集約型産業用需要家

表１　新エネルギー導入量の見通し

（出所：総合資源エネルギー調査会需給部会、2007年８月）



から2010年度に122億kWh，2014年度に160億

kWhに達する。また，コスト高のPVに対する

特例措置により，2011～14年度はRPS相当量

が2倍換算される（2）。対象エネルギーは，PV，

風力発電，バイオマス発電，中小水力発電，

および，地熱発電で，系統連系され販売され

る電気でなければならない。バイオマスに関

しては，混焼利用の場合はバイオマス比率を

乗じた量が新エネルギーとみなされ，一般廃

棄物発電もその対象に含まれる。表２に施行

された2003年度および直近のRPS設備の認定

状況を示す。PV，風力，一般廃棄物によるバ

イオマス発電が主力であることがわかる。

RPSの特徴は，新エネルギーの環境価値に相

当する「新エネルギー等電気相当量」（RPS相

当量）という概念の導入にある。RPS相当量は，

いわゆる証書 に相当するもので，取引可能で

ある。これにより，新エネルギー間・事業者間

の競争促進効果や，新エネルギー特有の地域遍

在性がもたらす不公平感の解消が期待される。

これまで，風力が多く立地する北海道などで負

担感が大きかった問題を緩和する。新エネルギ
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図１　一般電気事業者の実際のRPS義務

（出所：電力中央研究所報告Y06015，2007年４月）

表２　RPS設備の認定状況（新エネ別）

（出所：資源エネルギー庁調べに基づき作成）



ー発電者は，電気事業者に対して，従来のよう

に電気とRPS相当量をまとめて販売することも

できるし，分離して販売することも可能である。

表３に示すようにRPS相当量の実績値は５円

/kWh程度で推移している。ただし，現時点で

RPS相当量の流動性は必ずしも高くない点が施

行してからの課題である。

2003年度のRPS法導入前は，設備費補助と

余剰電力メニューを柱とした新エネルギー導

入支援策がとられてきたが，新エネルギー技

術の進歩や地域間の費用負担の公平性の観点

などから，RPS法が系統購入電力において最

小限の新エネルギー利用を保障する制度とし

て優れているとの判断から施行された。

既存エネルギーとある程度経済的に競合可

能な風力発電など新エネルギー技術は，個々

の技術ごとに助成するのではなく，京都議定

書目標達成計画などから国全体の新エネルギ

ー利用量を決めたら，国全体で調達費用が最

小化される取引可能な再生可能エネルギー証

書制度を導入することが望ましいとされた。

わが国RPS法の特徴は，４年毎に以降8年間

の目標を決めるため，技術開発や調達コスト

など状況に応じて弾力的に，現実的な目標設

定を行える点である。一方，オーストラリア

のように2020年まで目標を決めている場合，

新エネルギー事業者や製造事業者としては，

長期的な事業計画を立てやすい。

３．2014年度までの導入目標

2006年秋から総合資源エネルギー調査会 新

エネルギー部会 RPS法小委員会において検討

されていた2014年度までの電気事業者による

新エネルギー等の新しい利用目標量が2007年3

月に告示された。これまで決まっていた2010

年度の利用目標率が前年度総販売電力量の

1.35％であったのに対し，2014年度は1.6％ま

で引き上げられた（図１）。これは，それだけ

再生可能エネルギーによる発電分野での寄与

に対して期待が大きく，実効ある政策として

認知され始めたことを示唆する。なお，諸外

国の再生可能エネルギー導入率と比較するに

は，この義務率には自家消費分や1000kＷ以上

の水力発電が含まれないことに注意する必要

がある。PVの半分は自家消費であり，バイオ

マスの場合，自家消費の方が多い。

われわれは，新エネルギー電源別（PV・風

力・一般廃棄物によるバイオマス・一般廃棄

物以外によるバイオマス・中小水力・地熱発

電）のRPS相当量を不確実性も考慮しながら

推定し，これに基づきRPS相当量の内訳，限

界取引価格，および，電気事業者の調達費用

を分析することで，2011～2014年度の義務量

水準のあり方を検討した（3），（4）。

まず，風力以外の電源のRPS相当量推移を

下記のように実績や最新動向を考慮して推定

した。

（１）PV

RPS実績値の大半を占める住宅用設備のみ

を対象とし，過去の導入実績データを用いた

回帰分析により，RPS相当量を推定する。

2005年度までは，実績値を用いる。2006年度

以降は，設置単価（2005年度は約65万円/kW）

の低減度に関して以下の３通りを想定し，こ
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11.8 

8.1 

7.2

11.6 

8.5 

7.5

11 

8.4 

7.6

10.7 

8.4 

7.7
「RPS相当量＋電気」 

「RPS相当量のみ」 

15年度 16年度 17年度 18年度 

風力 

水力 

バイオマス 

5.2 4.8 5.1 4.9

（単位：円／kWh） 

表３　新エネルギー等電気の取引価格

（出所：経済産業省アンケート，2007年７月）



れに基づき導入件数を推定する。RPS相当量

を求める際の１件あたり出力・設備利用率・

売電率については，現状推定値を適用する。

（２）一般廃棄物によるバイオマス発電

バイオマス率，売電率，設備の建設計画等

を考慮して，RPS相当量を積み上げ推定する。

2004度までは，既存発電設備からのRPS相当

量の実績値を用いる。2005年度以降の主な想

定は，以下の通りである。

（３）非一般廃棄物によるバイオマス発電

バイオマス率，売電率，設備の建設計画等

を考慮して，RPS相当量を積み上げ推定する。

2004年度までは，既存発電設備のRPS相当量

の実績値を用いる。2005年度に関しては，バ

イオマス全体のRPS相当量から一般廃棄物分

の推定値を差し引く。2006年度以降は，既存

設備は2004年の実績通りの運転を継続し，さ

らに，計画設備は計画通り建設されるとし，

以下の想定によりRPS相当量を推定する。

（４）中小水力発電

実績データの外挿により，RPS相当量推移

を推定する。2005年度までの設備容量・RPS

相当量は，実績値を用いる。2006年度以降の

設備容量については，2003～2005年度の平均

増加ペースが継続すると仮定し，これに2003

～2004年度の平均設備利用率を適用して，

RPS相当量推移を推定する。

（５）地熱発電

現在の認定設備のみ考慮し，将来も一定と

する。

次に，仮定した義務量の達成に要する風力

導入費用を最小化する最適化計算により，風

力のRPS相当量を求め，さらに，対策費用

（国全体のRPS相当量調達費用）を推定した。

RPS相当量の融通に関しては，地域間取引に

ついては完全市場を想定し，年度間の繰越に

ついては，バンキングできるのは翌年度まで

であること，ボローイングできるのは義務量

の20％までであることといった，RPS制度に

準拠した制約を考慮している。

陸上風力を対象とし，実績分および把握可

能な計画分の設備情報の積み上げにより外生

分RPS相当量を想定するとともに，NEDO風況

マップデータを用いた最適化計算により，

RPS相当量の追加的な供給可能性を推定する。

ここでの風力資源推定の特徴は，送電線有無

による地理的制約を考慮していることである。

風力発電機が設置される各メッシュと11万V

未満の送電線との距離（１km単位）を独自に

推定した。５kmより近い場合に建設可能とし，

距離と規模に応じた送電線敷設費用を考慮し

ている。

2005年度までは，RPS相当量の実績値を用

い，2006～2009年度の稼働開始設備について

は，公表情報ベースの導入計画が予定通り進

捗する場合のRPS相当量を推定する。2010年

度以降の稼働開始設備は，風況マップを用い

て，RPS相当量の供給量と価格の関係を推定

する。その際，価格低減や大型化について，
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・低位想定：2014年度までに設置単価が50万  

　円/kWに低減する。 

・中位想定：同45万円/kW。 

・高位想定：同40万円/kW。 

・低位想定：既存発電設備に加えて，整備計画 

　　　　　　を有する発電設備が全て計画通り 

　　　　　　に運開する。 

・中位想定：低位想定に加えて，各年度で全国 

　　　　　　の一般廃棄物広域化処理計画の計 

　　　　　　画値の半分の処理設備に発電設備 

　　　　　　が設置される。 

・高位想定：低位想定に加えて，全国の一般廃 

　　　　　　棄物広域化処理計画の全てに発電 

　　　　　　設備が設置される。 

・低位想定：計画設備の設備利用率が中位想定 

　　　　　　より10ポイント低いとする。 

・中位想定：計画設備の設備利用率を公表計画 

　　　　　　値，非公表の場合は推計値を適用 

　　　　　　する。 

・高位想定：計画設備の設備利用率が中位想定 

　　　　　　より10ポイント高いとする。 



以下の３通りを想定する。

2014年度義務量としては122～180 億kWhの

幅を仮定し，実勢価格を参考にして，電気価

値は3.5円/kWhとした。

各新エネの中位想定を用いた場合の，2014

年度断面のRPS相当量の構成を図２に示す。

構成比でいえば，風力とバイオマスが主要な

割合を占め，PVもある程度の割合を占める。

風力以外については，中位想定において，PV

は20億kWh，バイオマスが38億kWh (一般廃棄

物24億kWh；非一般廃棄物15億kWh)，中小水

力が10億kWh，地熱が0.1億kWhである。風力

は最適化計算により求めた値であり，ケース

140で58億kWh，ケース150で67億kWh，ケー

ス160で72億kWhと，義務量に応じて大きくな

る。なお，このときの設備容量は，各々292，

336，366万kWである。

一方，国は事業者へのアンケートにより，

2014年度の導入可能量を表４のように推計し

ており，図２と同様に風力およびバイオマス

が主要な供給源であることに変わりない。

RPS相当量限界取引価格は，最適状態にお

けるRPS制約条件式の限界価格※３として導出
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図２　RPS相当量の内訳の比較（中位想定）

表４　新エネルギー導入可能量の推計

平成17年度（実績） 平成26年度（推計） 
太陽光発電 

風力発電 

バイオマス発電 

水力発電 

地熱発電 

合計 

4.6 

19.1 

25.0 

7.0 

 

55.7 

16（±3） 

77（±5） 

48（±2） 

9 

 

150（±10） 

（単位：億kWh） 

（出所：RPS小委員会，2007年３月）

・低位想定：風車建設単価は19万円/kW，蓄電 

　　　　　　池単価は20万円/kW，風車単基容 

　　　　　　量は1750kWと，現状水準で一定 

　　　　　　とする。 

・中位想定：2014年度までに，風車建設単価は 

　　　　　　17万円/kW，蓄電池単価は15万円 

　　　　　　/kWまで低減し，風車単基容量は 

　　　　　　2000kWと大型化する。 

・高位想定：同15万円，10万円，2500kWとな 

　　　　　　る。 

※3 実際の取引価格は、既存契約等を反映することに注意されたい。例えば、長期契約によるもの（事業用購入メニュー
による風力など）、あるいは余剰電力購入メニューによる太陽光発電のRPS相当量取引価格は、同図に示す限界取引価
格と異なる。

（出所：参考文献（4））



される。2014年度におけるRPS相当量の限界

取引価格は，仮定義務量が140～160億kWhの

範囲では5～6円/kWh程度と推定される（図

３）。ここで示す限界取引価格に，電気価値

（ここでは3.5円/kWhを仮定）を加えたものが，

限界発電価格に相当する。すなわち，RPS制

度下で2014年度に競争的に導入可能な風力発

電所の上限価格（限界発電価格）は，8.5～9.5

円/kWhとなる。

このときの電気事業者に生じるRPS相当量

調達費用は約1,000億円（販売電力量あたり約

0.1円/kWh）と推定される（図４）。RPS相当

量の限界取引価格や調達費用は，義務量水準

だけでなく，各新エネルギーの技術進歩や供

給制約の度合いに大きく左右されることがわ

かる。特に，風力およびバイオマス発電の動

向は，これらに大きな不確実性をもたらす。

実際，電気事業の既設石炭火力へのバイオマ

ス混焼のように比較的低コストで大規模に

RPSを達成するものが入ってくると取引価格

は影響される。
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図４　RPS相当量の調達費用

図３　RPS相当量の限界取引価格の比較

（出所：参考文献（4））

（出所：参考文献（4））



４．公正で効率的な新エネルギー導入支

援のあり方

RPS義務を検討する際には，技術進歩や供

給制約を可能な限り定量的に，かつ不確実性

も含めて把握する必要がある。例えば，風力

の大型化・建設単価低減や出力変動対策の動

向，バイオマスの大規模専焼・混焼を含めた

利用拡大の進展度，その一方で将来予想され

る資源制約の顕在化は，RPS相当量価格に有

意な影響を及ぼすことが予想される。

完全予見を前提とした推定値は理想的な水

準と解釈すべきであり，実際の取引価格には

リスクプレミアムが乗せられるため，制度運

用を円滑とするよう取引価格動向に注視する

必要がある。また，2015年度以降の義務量水

準を見据えた積極的な導入により供給量が上

積みされる可能性があるので，現実には，想

定以上の対策費用が生じる可能性があること

に注意が必要である。

したがって，引き続き，制度運用実績や技

術動向，供給制約などを踏まえ，新エネルギ

ーの導入可能性をより精査する必要がある。

RPS法対象の新エネルギーは中長期的には自

立し，既存エネルギーと経済的に競合できる

ことが求められる。環境価値分はグリーン電

力証書など別のスキームで貨幣価値換算され

る可能性もある。RPSは発電分野の購入電力

分のみに限定した制度であり，その他の新エ

ネルギー分野での導入努力が求められる。現

在のRPS制度や余剰電力買取では，新エネル

ギー導入支援費用が最終需要家に明示されて

いない。エネルギー消費者の環境意識に訴え

るためにも，また，エネルギー事業者間の公

正な競争を阻害しないように環境コストを最

終需要家が公平に負担する仕組みが必要と考

えられる。

新エネルギーの導入目標量の設定は，総合

的なエネルギー・環境政策とエネルギー産業

育成の大きな枠組みで考える必要がある。

CO2排出の効率的な削減の観点から，系統へ

の購入電力のみならず，自家消費分や熱利用

もあわせて拡大することが重要である。自家

消費分についてはグリーン電力証書が既に運

用されているが，まだ取引量は限られている。

税務当局からは寄付金とみなされているが，

一層の普及には証書購入費用の経費化が望ま

しい。

新エネルギー支援策を考える上で，エネル

ギー・セキュリテイの視点は重要であるが，

現時点のような新エネルギーのシェアでは，

国レベルで定量的な評価を行うのは困難とい

わざるを得ない。今後，原子力開発や化石燃

料の備蓄との費用効果性を検討する必要があ

る。また，CO2削減策として新エネルギーを

みた場合，たとえば，現在の取引水準である5

円/kWhの RPSクレジットは，炭素価格が

14000円/t-CO2（排出係数を0.4kg-CO2/kWhと

する場合）ときわめて高価格であり，省エネ

ルギーなど他の対策が優先する。

現時点での新エネルギー導入の意義は，わ

が国の新エネルギー技術の競争力を高めて，

公的補助に依存しない産業として発展させて

いくことが重要である。PVではこれまで，世

界をリードしてきたが，ドイツのPV優遇政策

などを背景に欧州メーカーも急速に立ち上が

ってきた。また，風力については，たとえ，

系統連系影響を緩和できる技術が低コストで

実現でき，風力発電の大量連系が可能になっ

ても，欧州の風車を輸入するばかりでは維持

管理や技術力などで問題が生じることが懸念

される。わが国でも風力発電の技術開発は行

われていたが，1990年代からの世界的な風力

ブームの火付け役となったデンマークやドイ

ツ等のメーカーに先行されてしまい，現在も

わが国で設置される大半は価格競争力のある

欧州製である。しかし，現在，風力発電機等

の生産が間に合わず，供給不足からわが国で

の設置が遅れているようであり，今後，アジ

アの巨大な新興市場をにらんだとき，欧州と

は異なる自然環境に適した新エネルギー技術

を開発し，競争力を高める機会である。
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中長期的な視点から，CO2削減効果，エネ

ルギーセキュリティーや産業創出などの価値

を多面的に評価し，他のエネルギー政策との

比較も踏まえながら新エネルギー政策を検討

することが求められている。
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１．はじめに

石油メジャーズの定義は特にないが，本稿

では過去５～６年の埋蔵量の平均等を取り国

際石油企業の上位５位であるアメリカのエク

ソンモービル，シェブロン，欧州系のBP，シ

ェル，トタールを対象とする。これらの会社

はすべて，石油・天然ガスの探鉱開発を行う

上流部門と石油精製などの下流部門を保有し

ている。本稿では，メジャーズの操業実績を

分析した上で，各社がどのような動きをして

いるかについて記したい。

２．メジャーズの業績

メジャーズの業績について簡単に述べる。

下流部門等を含めた全社ベースでの純利益は，

2004年から2005年にかけて油価の高騰を受け

急増している。しかし，その伸びは2006年に

入って鈍化している。ちなみに，直近の2007

年第３四半期は下流部門での精製マージンの

大幅な下落で下流部門が振るわず，前年同期

比で大幅な減益になっている。

会社全体の利益の６～７割を占める上流部門

については，図１に示すように，油価の高騰を

背景に2004年から急激に収入が増加している。

しかし，生産量の減少及びコストの増加が影響

し，2007年第３四半期は前年同期比で各社とも

減益という結果になっている。しかし，減益と

はいえ各社とも依然として高い水準の利益を確

保していることに変わりはない。

３．メジャーズの操業実績

（１）石油・天然ガスの生産量推移

図２は2002年から2007年第３四半期までの

メジャーの石油・天然ガスの生産量の推移で

ある。特徴として，2003年以降，生産量が減

［寄稿］

石油メジャーズの現状と天然ガス戦略
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(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構
プロジェクト推進部岡　崎　　淳

図１　石油メジャーズの上流部門純利益の推移

（出所：各社プレスリリース等、一部筆者推計）
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少傾向にある。特にシェルで顕著である。シ

ェルは2003年時点では年間の平均生産量が約

400万バーレル／日であったが，その後減少し，

現在では約330万バーレル／日程度にまで落ち

込んでいる。BPは2003年に，シェブロンは

2005年に生産量が増加しているが，この要因

としてはBPの場合，TNK-BPの買収，シェブ

ロンの場合はユノカルの買収があげられる。

石油・天然ガスの生産量減少の要因だが，

１つには，外部的な要因がある。ナイジェリ

アの政情不安による生産停止，メキシコ湾で

のハリケーンの影響がこれに当たる。また，

石油・天然ガスの生産物分与契約（PSC）で

のプロジェクトの場合，油・ガス価が上昇す

ると生産量が下がってしまう。生産物分与契

約において，石油会社はコントラクターとし

て石油・天然ガス開発事業に参加し，コスト

や利益を石油・天然ガスで回収することが契

約上規程されており，油・ガス価が上昇すれ

ば石油会社が確保できる石油・天然ガスの取

り分が減少するからである。また，ベネズエ

ラでの権益比率低下が大きく影響している会

社もある。

２つ目に内生的要因がある。新規プロジェク

トの立ち上がりの遅れがそれに当たる。その例

として，エクソンモービル，シェル，トタール

が参加するカザフスタン共和国のカシャガン油

田プロジェクトやBPがメキシコ湾で手がけて

いる「サンダーホース」プロジェクトがあげら

れる。メジャーズの場合，手がけるプロジェク
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図２　石油メジャーズの石油・天然ガス生産量の推移

図３　石油メジャーズの天然ガス生産量の推移

（出所：各社プレスリリース等、一部筆者推計）

（出所：各社プレスリリース等、一部筆者推計）
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トが大規模であるため，生産開始が遅れた場合

その影響を大きく受けることになる。

（２）天然ガスの生産量推移

天然ガス生産量も全体として減少傾向にある

（図３）。次に，天然ガスの生産比率だが，一番

天然ガスの生産量比率が高いのはシェルであ

り，直近期で40％程度である。他の会社では

35％の近傍で推移している。天然ガスの生産量

減少の要因として，メキシコ湾でのハリケーン

の影響や，ガス価の上昇によりメジャーズの取

り分が減少していることが考えられる。

４．メジャーズの世界における位置づけ

（１）自由アクセス可能な埋蔵量は７％程度

メジャーズの世界における位置を示すため

世界の埋蔵量の全体像の把握をしたい。上流

エネルギーコンサルタントPFC社によれば，

1960年代には国際石油企業が完全にアクセス

可能な埋蔵量は約85％あったが，その後，国

有化などさまざまな局面を経て，2005年には

約７％程度しかないとしている。このことか

ら言えるのは，サウジのアラムコ，ロシアの

ガスプロム，イランのNIOCなど，国営石油企

業の地位がこの40年で大幅に向上し，メジャ

ーズを含めた国際石油企業の地位が相対的に

低下しているということである。また，昨今，

油価の高騰を背景に，産油国の立場がさらに

強化されていることから，この７％がさらに

下がっているのではないかという話も聞かれ

る。

（２）メジャーズ各社の埋蔵量

各社の埋蔵量について，石油業界専門誌

“Petroleum Intelligence Weekly（PIW）”が国営石

油会社も含めた上位50社のランキングを発表し

ている。これによれば，サウジアラビアのサウ

ジ・アラムコが圧倒的な石油・天然ガス埋蔵量

を誇っており，次にイランのNIOC，ロシアの

ガスプロムの順となっている。ちなみに，民間

企業で最大の埋蔵量を保有しているのはエクソ

ンモービルであるが，サウジ・アラムコとの約

10分の１にも満たない水準である。

また，PIW誌によれば，天然ガスの埋蔵量

についての上位３社は，NIOC（約943兆立方

フィート），ガスプロム（732兆立方フィート），

カタール・ペトロリアム（約655兆立方フィー

ト）である。メジャーズでは，エクソンモー

ビルがトップで，BP，シェル，トタール，シ

ェブロンと続く（図４）。

世界の埋蔵量の大半を保有する国営石油会

社の動きを分析することは非常に重要である。

しかしながら，国営石油会社でも様々なタイ

プがある。サウジ・アラムコのような，産油

国の政策や意向を受けてそれを実施する会社
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図４　石油メジャーズの天然ガス埋蔵量の比較（2006年）

（出所：各社アニュアルレポートより筆者算出）
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がある一方で，ノルウェーのスタットオイル

ヒドロのように政府の持株比率が約70％であ

りながら株式を公開している会社もある。後

者のタイプの行動様式は，政策実施機関とい

うより民間企業に近い。しかしながら，スタ

ットオイルヒドロのような民間企業型の国営

石油会社は別として，多くの国営石油会社は

政策実施機関という色合いが濃いものと思わ

れるため，国営石油会社の分析はとりもなお

さず産油国そのものを分析するということに

なる。

一方，なぜ世界の埋蔵量の７％しか保有し

ない国際石油企業，しかもその中でメジャー

ズを分析するかというと，日本の上流企業の

方々への情報提供という観点からは，同業他

社の動きを分析することが重要だからである。

図５は，石油・天然ガスの埋蔵量の中の天然

ガスの埋蔵量が占める割合を示している，シェ

ルの比率が一番高く，60％弱ある。シェルは，

従来から天然ガス開発に非常に注力して事業を

実施してきており，その結果が現れているので

はないかと思われる。

５．メジャーズの埋蔵量補填状況

（１）石油・天然ガスのRRR

埋蔵量は生産により減少していく。また，

メジャーズを含めた石油・天然ガス企業は，

順次非戦略資産を売却していくため資産売却

によっても埋蔵量は減少していくこととなる。

これらの要因による埋蔵量減少は探鉱開発活

動や，企業・資産買収などによって新たに補

填をしていく必要が出てくる。そこで，その

補填率を示す指標としてリザーブリプレース

メントレシオ（RRR）がある。この指標は，

探鉱開発活動，買収による増加分と売却によ
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図５　石油メジャーズの石油・天然ガス埋蔵量に占める天然ガスの比率

図６　メジャーズのRRRの推移
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（出所：各社アニュアルレポートより筆者作成）

（出所：各社アニュアルレポートより筆者作成）



る減少分を足し合わせたもの，つまり埋蔵量

の純増加分が分子に，生産量が分母となって

いる。100％を超えていれば埋蔵量の補填に成

功しており，100％を切っていると，成功して

いないという意味になる。

図６がメジャーズ各社のRRRの推移だが，

下落傾向が見られる。直近期は2004年から

2006年の平均値であるが，100％を割っており，

埋蔵量の補填ができていないという結果にな

っている。

埋蔵量の増加は，探鉱開発と買収によって

なされると述べたが，企業の探鉱開発活動だ

けでどれぐらい補填されているのかを示した

ものが図７である。特に，直近の２期につい

ては各社で100％を割っており，探鉱開発活動

だけでは埋蔵量の補填ができていない。

（２）石油のRRR

図８は，石油のRRRだが，下落傾向にある。

特に，直近期ではトタール以外の各社で100％

を割り，石油について埋蔵量の補填に成功し

ていない。ちなみに，資産売却を除く探鉱開

発活動だけでのRRRだと，トタールも含め全

社で100％を割ることになり，埋蔵量の補填に

成功していない。

（３）天然ガスのRRR

図９は，天然ガスのRRRであるが，石油と

は対照的に上昇傾向にある。各社によってバ

ラツキがあるものの，直近期では，BPを除く

各社で100％を上回っている。ちなみに，資産

売却を除く探鉱開発活動だけでのRRRは，直

近期に４社で100％を上回っている。天然ガス

については，探鉱開発活動だけでも埋蔵量の

補填に成功している。また，石油のRRRと比

較すると，各社ともこの数年の傾向として，

石油よりも天然ガスの埋蔵量補填に注力して

きたと思われる。
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図７　メジャーズのRRR（資産売却を除く）の推移

図８　メジャーズの石油RRRの推移
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６．メジャーズの資本支出

埋蔵量増加のためには当然投資が必要とな

ってくる。図10は上流の資本支出の推移を示

したものである。特に，2005年以降，資本支

出が急増している。しかしながら，鉄鋼価格，

建設費，労働者の賃金といったコストが非常

に上昇してしまっている。このことから投資

額は，名目上は増加しているものの，実態上

は増加していない可能性がある。前述の通り，

生産量や埋蔵量にこの数年で増加傾向が見ら

れないことから実態的には投資が伸びていな

いと思われる。

個別に見れば，BPとエクソンモービルと比

較して，シェル，シェブロンが積極的に投資

を伸ばしている。おそらく２社は生産量また

は埋蔵量の減少が他社よりも大きかったこと

から保有プロジェクトを積極的に立ち上げる

必要に迫られたのであろう。

７．メジャーズの戦略

（１）天然ガス開発でのメジャーズの強み

前述の通り，世界の埋蔵量ほとんどは国営

石油会社によって保有されており，その中で，

油価が高騰を背景として資源保有国や資源を

保有する国営石油会社の立場はますます強く

なってきている。この中で，メジャーズを含

む国際石油企業が新たな資源にアクセスする

ことはますます困難になっている。しかしな

がら，メジャーズは，技術力とマーケティン

グ力をテコに産油国に取り入ろうといった方

針を示し，これを行動に移している。

立場が強くなったとはいえ，産油国だけで
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図９　メジャーズの天然ガスRRRの推移

図10 メジャーズの資本支出の推移

（出所：各社プレスリリース等）
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はなかなか手がけられない分野があるのも事

実である。例えば，深海の油・ガス田の生産

は，高い技術力，総合的な管理能力，マーケ

ティング力が求められることから，依然とし

てメジャーズの独壇場となっている。

また，天然ガス資源の商業化，特にLNGプ

ロジェクトを中心とした天然ガス田のマネタ

イゼーションは，まさにメジャーズの技術力，

マーケティング力が生かせる分野であり，メ

ジャーズが新たな資源にアクセスする有力な

手段の１つとなっている。

その例として，トタールによるロシアのシ

ュトクマンガス田への開発参画があげられる。

当初，ガスプロムが独自開発するという話も

あったが，結局，トタールの力を借りること

となった。これらの地域は気象条件等が非常

に厳しく技術力が必要であり，しかもガスで

あることから，搬送やマーケティングなど総

合力が必要になってくる。ロシア側はシュト

ックマンガス田を開発したいが，このような

技術を持ち合わせていない，トタールは新た

な資源へのアクセス，特に天然ガス資源が豊

富に存在するロシアでのプロジェクト参画に

関心が高かったということで，双方の利害が

一致したものと思われる。

また，シェルがヤマル半島の天然ガス開発

プロジェクトに参加するという話もある。

（２）メジャーズのLNG開発計画の動き

メジャーズ５社の中では，シェルが最大の

液化設備を保有している。エクソンモービル

が２番目である。エクソンモービルはシェル

よりもLNGへの進出が出遅れていたが，猛烈

にキャッチアップし，現在，カタールなどで

大規模なLNGプロジェクトを立ち上げている。

トタールもインドネシアなどでLNGプロジェ

クトを手がけている。また，現在も中東や西

アフリカなどでプロジェクトを立ち上げよう

としている。BP，シェブロン，特にシェブロ

ンは後発組になっている。しかしながら，シ

ェブロンもLNGが最重点分野の１つとしてお

り，現在オーストラリアのゴーゴンLNGとい

う大規模プロジェクトの立ち上げに注力して

いる。各社のLNGの戦略としては上中下流一

貫型で進めてきており，主にアメリカでの

LNGの受入基地のキャパシティー確保や基地

の建設などの推進を行っている。

（３）２つのLNG戦略スタイル

メジャーズのLNG戦略は，大別すると２つ

のスタイルがある。１つは，シェル，トター

ル，BPが採用しているグローバルな調整事業

者というスタイルである。複数の上流ガス田，

液化基地，再ガス化基地，販売網を世界中に

持ち，上流のガス田と販売が１対１に対応せ

ずに，様々なガス田を保有しこれを液化しか

つ適切なところに販売するというスタイルで

ある。本稿で対象とするメジャーズには含ま

れないが，BGという英国の会社は，埋蔵量や

生産量などの規模ではメジャーズ５社に及ば

ないものの，大西洋圏のLNG事業では，確固

たる地位を確立しており，シェルに次ぐ液化

能力を持っている。BGも「グローバルな調整

事業者」というスタイルをとっている。

もう１つは，エクソンモービル，シェブロ

ンが採っているスタイルである。こちらは大

規模な一貫統合型LNGプロジェクトを立ち上

げるスタイルである。ガス田開発，液化設備

の建設，輸送を大規模に行ない，特定の大市

場に供給するスタイルである。エクソンモー

ビルがカタールで実施しているプロジェクト

はこれに相当する。このスタイルのメリット

は，スケールアップによってコストダウンを

図ることができることである。

（４）上昇しているLNG開発コスト

LNGの設計，資機材等調達及び建設（EPC）

コストについても上昇傾向が見られる。LNG

の有力コンサルタントであるポテン・アン

ド・パートナーズ社によれば，2004年までに

立ち上げられたプロジェクトについては技術

進歩やスケールアップのメリットがあってコ

― 32 ― 季報エネルギー総合工学



ストが下がってきたものの，2004年からはコ

ストが上昇している傾向と言っている。LNG

プロジェクトについてもコスト上昇，熟練労

働者の不足がプロジェクト立ち上げの大きな

ネックと言われている。

（５）注目される北米ガス田開発

LNG以外にメジャーズが注力している分野

としては北米のガス開発があげられる。北米

はロシアなどと比較するとポテンシャルは低

いかもしれないが，アクセスが容易という点

から人気エリアの１つになっている。

中でも，メキシコ湾深海のガス開発，ロッ

キー山脈あたりに相当程度あると言われてい

る，タイトガスやシェールガスといった非在

来型天然ガス（空隙率や浸透率が非常に悪い

貯留岩に存在するガス）の開発に注目が集ま

っている。

米国では，依然として在来型のガスは相当

程度存在しているが，今後減退が見込まれ，

非在来型天然ガス生産の割合が増えていくと

エネルギー省エネルギー情報局（DOE/EIA）

が予測している。非在来型ガスの生産につい

ては，現在，デボン等北米の中規模の上流専

業企業が開発を行っているが，エクソンモー

ビル，シェル，BPの３社も開発に参入してい

る。BPは，アメリカでの経験を生かして，例

えば中東や北アフリカでの非在来型のガスの

開発参入にも成功している。

（６）メジャーズ各社の天然ガス戦略

①シェル

民間のLNG生産者としてオペレーターを務

めているのはシェルが最大，最多となってい

る。アジア太平洋，西アフリカ，中東など世

界各地にLNG基地を保有している。再気化基

地では北米で既に稼動しているものが３つあ

る。イランでのLNGにも参画しているが，昨

今のアメリカとイランの関係などからみてプ

ロジェクトを進捗させることは非常に難しい

のではないかと思われる。

②エクソンモービル

エクソンモービルの液化基地は，カタール

でのプロジェクトが中心になっている。

アジア太平洋地域では，シェブロンのゴー

ゴンプロジェクトにノン・オペレーターとし

て参加している。また，オペレーターとして

は最近，パプア・ニューギニアでLNGプロジ

ェクトを立ち上げようと計画している。

アフリカなど大西洋圏でのプロジェクトで

は，同社は，アンゴラLNGに参加していたが，

コストの高さを理由に撤退した。

また，LNGプロジェクト以外のガス資産開

発では，プルドーベイを含むアラスカのノー

ススロープで相当量のガス田を保有しており，

こちらの開発が課題の１つとなっている。し

かしながら，アラスカでのガス開発は，搬送

するパイプラインがまだないため，この建設

が大きな課題となっている。

アラスカでのガスパイプライン建設は数度

に亘り検討されてきている。アラスカ州政府

は，昨年パイプライン建設についてのプロポ

ーザル提出を公募し，トランスカナダ社の案

を今後検討していくこととした。しかしなが

ら，トランスカナダはノーススロープのガス

田権益を保有していないため，パイプライン

プロジェクト立ち上げには，主要供給者とな

るエクソンモービル等の協力が必要になる。

エクソンモービルの現在のスタンスは不明

であるが，アラスカ州政府が財務条件を頻繁

に変更することがアラスカでの天然ガス事業

実施のネックになると言っており，今後どう

なるか注目する必要がある。

また，カナダのマッケンジーデルタで有す

るガス田を商業化するためマッケンジーデル

タからアルバータ州にパイプラインを敷設す

る計画があるが，経済性がないため現段階で

は投資に踏み切れないと言っている。

③BP

BPは，現在，太平洋地域でノースウェストシ

ェルフという液化プロジェクトに参加している。
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オペレーターとしてはトリニダードトバコ

のアトランティックLNG液化プロジェクトを

操業している。また，現在，インドネシアで

タングーLNG液化プロジェクトを立ち上げよ

うとしている。このプロジェクトには日本の

石油・天然ガス企業，商社も参加している。

また，受入基地については，エクソンモービ

ル，シェルと同様，英国と米国での受入基地の

キャパシティー確保，建設などを行っている。

ところで，2003年のTNK-BPの買収により，

ロシアでの石油・天然ガスの生産量割合が増

加し，現在では全体の生産量の約４分の１程

度にまでなっており，ロシアはBPにとって最

重要国の１つとなっている。TNK-BPが有して

いたコビクタというガス田は，昨年，ガスプ

ロムに売却することで合意した。これを機に

BPはガスプロムと協力関係を締結している。

この協力関係のもと，具体的な実施案件を検

討しているようである。

④シェブロン

2005年のユノカル買収によって，天然ガス

生産量が大幅に増加している。前述の通り，

現在同社がオペレーターとなっているLNGプ

ロジェクトは存在せず，この分野については

後発組であるが，現在ゴーゴンLNGという年

間生産量1,500万トンという大規模プロジェク

トの立ち上げに注力している。シェブロンは，

同プロジェクトのオペレーターである。LNG

の受入基地については北米にキャパシティー

を確保しようとしている。

⑤トタール

LNGの液化基地をインドネシア，アブダビ，

カタール，オマーンに保有している。大西洋

地域では，アンゴラやナイジェリアにLNG液

化基地の計画がある。また，ロシアのシュト

ックマンというガス田開発に参加している。

８．LNG市場の動向と開発の障害

（１）２つの市場

LNG市場は，アジア太平洋と大西洋の市場

に大別できるが，最近市場の構図が変わって

きている。昔は日本，韓国を中心としたアジ

ア太平洋地域の市場がメインであったが，欧

米でのLNG需要が相当増え，大西洋地域での

プロジェクトが立ち上がっているため，大西

洋市場が拡大している。アジア太平洋市場と

大西洋市場の２つの市場は大きく異なる。ア

ジア太平洋地域は安定供給を念頭に，長期契

約が主体になっている。これに対して，大西

洋地域は，長期契約は少なく，基本的に柔軟

性が高い市場になっている。

大西洋地域では，価格リスクはあるがボリ

ュームリスクがないため，最近，大西洋地域

の液化プロジェクトが立ち上がっている。ア

ジア太平洋地域では日本以外に中国，インド

という潜在的に大きな市場が存在する。しか

し，中国，インドはLNG価格が高くなると石

炭へスイッチしてしまう傾向があるため需要

の見通しが立たない。アジア太平洋地域で大

プロジェクトを立ち上げようとすると，これ

ら中国，インドの市場動向，アメリカの西海

岸のLNG受入基地の動向が重要になってくる

と思われる。

（２）熟練労働力の不足という開発の障害

コスト上昇がLNGプロジェクト立ち上げの

ネックになると述べたが，これより根の深い

問題として熟練労働者不足がある。

メジャーズは，1990年代の終わり頃に大規

模合併を行った。合併直後，油価が非常に低

かったため技術者を含む大規模な人員削減を

行った。その後，油価が高騰してしまい，今

度は開発を積極的に行っていく必要がでてき

たが，現在の人員で既存プロジェクトを管理

しさらに新規プロジェクトを立ち上げていく

ことが非常に困難になってしまった。この状

況において，メジャーズは上流の技術者の雇
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用を増やそうとしているが，そもそも石油・

天然ガス業界のイメージが良くなく新卒の採

用が思うようにいかない，仮に採用したとし

ても一人前の技術者に育て上げるには相当な

時間を要してしまうという問題があげられる。

現在，石油会社はリタイアした技術者を呼び

戻し，新卒技術者の教育を担当させるなどし

て技術者の育成に力を注ぎ始めたようである。

この問題に加えて，メジャーズ各社は，90

年代に研究開発費削減を行い，技術開発も外

部に委託してしまった。この時に技術力が流

出し，産油国の国営石油会社が石油・天然ガ

スの上流サービス会社から技術開発の成果を

購入できるようになってしまった。技術力に

よって優位を確保していたメジャーズの地位

を相対的に低下させ，産油国の立場を強める

こととなってしまったと思われる。

９．おわりに

産油国の立場の強化により新たな資源への

アクセスが困難になっているが，メジャーズ

は，技術力，マーケティング力を突破口に資

源へのアクセスを図ろうとしている。中でも

天然ガスの商業化，特に，LNG開発はメジャ

ーズの強みが生かせる分野であり，各社とも

プロジェクトの立ち上げに注力している。コ

スト上昇と熟練労働者不足という障害もあっ

てプロジェクトの立ち上げが難しくなってき

ている状況にあるが，これにどう対応してい

くか，メジャーズにとっては，コスト管理能

力，プロジェクト遂行能力，技術者育成が今

後の課題になってくると思われる。
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１．はじめに

（独）新エネルギー・産業技術開発機構

（NEDO）では，実用段階のエネルギー有効利

用技術を開発途上国に普及することを目的とし

た「国際エネルギー消費効率化モデル事業」を

実施している。

一方，ベトナムでは，近年の急速な経済発展

により，エネルギー供給の不足や環境汚染の深

刻化への対策が喫緊の課題となっている。これ

らの解決策の１つとして，産業廃棄物発電に対

するニーズが高まっている。そこで，NEDOに

おいても，ベトナムのニーズに合わせたモデル

事業の展開をはかるべく，当該分野の現状，課

題及び関連政策等に注目している。

当所は，NEDOからの委託により，同モデ

ル事業の一環として「ベトナム　ドンナイ省

における産業廃棄物の発生・処理状況及び産

廃発電モデル事業の実施可能性に関する基礎

調査」（1）および「ベトナム　ドンナイ省にお

ける産廃発電モデル事業への適用技術に関す

る基礎調査」（2）を実施した。具体的には，ベ

トナムで工業団地及び産業廃棄物が最も多い

ベトナム南部において，特に産廃発電のニー

ズが高いドンナイ省を対象として産業廃棄物

の現状調査，産廃発電の事業性の検討及び概

念設計，産廃発電事業実施のためのベトナム

における前提条件の明確化を行ったので，以

下にその概要を報告する。

２．ドンナイ省の現地調査

（１）ドンナイ省における産業廃棄物の現状調査

ベトナム全土の廃棄物発生量は国際復興開

発銀行（世界銀行）の調査で，2003年現在で

年間8,000万トン以上と報告されている。内訳

は，農業系6,456万トン，一般廃棄物1,280万ト

ン，産業廃棄物256万トンで，農業系が大部分

を占める。有害産廃の過半数は，今回のモデ

ル事業の候補地と想定しているホーチミン周

辺で排出されている。ベトナム工業省は，

2010年の産廃排出量がベトナム全土で2003年

の1.5倍，ホーチミン周辺は同約３倍になると

予測している。

ドンナイ省における廃棄物の排出状況につ

ベトナム　ドンナイ省における
産廃発電モデル事業の基礎調査について

※

※

※※

※※

プロジェクト試験研究部
主任研究員大西 徹

プロジェクト試験研究部
参事

浅見直人
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［調査研究報告］

図１　ベトナム　ドンナイ省の位置
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いて，事前にベトナムから調査報告書が提出

された。ドンナイ省天然資源環境局（DONRE）

の登録済み排出業者は150社で総排出量は

7,446トン/月である。ただし，DONREからの

報告には，リサイクル・非リサイクルの区別

が明示されてないうえ，非リサイクルの詳し

い性状も不明であった。そこで，当方及び日

本側メーカを含めたプロジェクトチームによ

り，現地調査を行った結果，主に靴事業者か

らの無害産廃が少なくとも50トン/日程度収集

可能であるとの見通しを得た。なお，可燃性

廃棄物である木工業者からの木屑やカシュー

ナッツ工場からのナッツ殻は燃料や材料とし

て既に利用されており，本プロジェクトで利

用することは困難と判明した。また，ベトナ

ムでは，ベトナムの法規制により，金属，有

機物（溶剤，廃油，汚泥等）が有害産廃とし

て規定されている。それら有害産廃について

も現地調査を行い，可燃性の有害産廃として

汚泥，未反応ポリマー廃油，ウェス等が少な

くとも5.5トン/日程度あることを確認した。

（２）立地候補地

ドンナイ省から提示された，埋立処分場の

あるタン・ダイ（Trang Dai），有害産廃保管倉

庫のあるギャン・ディエン（Gian Dien）の２

カ所について調査を実施した。タン・ダイに

は多量な一般廃棄物の他，今回確認された靴

ゴミを中心とした無害産廃が現在収集・埋立

されたおり，既に集積ルートが概ね確立して

いる。また，産廃発電所の建設に必要・十分

な整地された平地もあることを確認した。こ

れらのことは，サイト候補として大きなメリ

ットであり，タン・ダイを立地第一候補地と

して検討を進めることとした。

（３）電源系統

現在の電力セクターは国営のベトナム電力

公社（EVN）を中心に，主要発電所，中央給

電司令所，送電会社（PTC）4社の直営企業と

配電会社（PC）7社の独立採算性企業で構成

されている。経済成長に伴って電力需要も急

増しており，発電所の新設が求められている。

その費用を確保するために電力料金の値上げ

を行うことが想定されている。

本基礎調査では，サイト候補地であるタ

ン・ダイ処分場の既設受電設備及び受送電設

備について調査を行い，系統保護及び主要受

送電機器の緒元について検討した。入手した

電力系統図（図２）からは逆潮流など系統上

の問題は発生しにくいことが判明した。しか

し，本系統の運転電圧が15kVであり，工業省

（MOI）が全国的に進めている中圧配電線の昇

圧工事が導入される可能性があるので，昇圧

対策を考慮しておく必要がある。

（４）環境排出基準

環境排出基準の調査も行ったが，基準その

ものは入手できたものの，基準改正直後とい

うことで，運用に係わる補正係数が未定であ

り，遵守すべき基準は不明瞭のままである。

図２　タン・ダイ処分場の既設受電設備が
連携する電力系統図
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このため，概念設計には関連する他のベトナ

ム基準や日本の基準を参照し，ベトナム基準

よりは厳しい値を目標値とすることとした。

３．産廃発電プラントの概念計画・検討

（１）共通条件の設定

概念設計開始に先立って，まず，共通条件

の設定を行った。当初想定していた産廃は，

現在タン・ダイ処分場に埋め立てられている

無害産廃（シューズ屑を中心とした革屑，ゴ

ム屑等の無害産廃，少量の生活系一般廃棄物）

であったが，その後，ベトナム側の要望で有

害産廃を想定することとなった。これらの詳

細な組成分析データが存在しなかったため，

文献で組成を調査のうえ，表１のように発熱

量他，平均成分組成を仮定した。また，この

他に，産廃受入条件，気象条件，排水基準も

共通条件として設定した。

（２）概念設計

［設備容量の検討］

当初，廃棄物の排出状況を考慮して

① 設備容量50トン/日（100%負荷，無害産

廃のみ）

②設備容量100トン/日（同上）

で行うこととしていたが，ベトナム側から有

害産廃も処理したいとの要望があり，

③ 設備容量75トン/日（80%負荷，無害産廃

54トン/日＋有害産廃６トン/日）

を追加して検討を行った。追加分の検討にあ

たっては，50トン/日，100トン/日のデータを

参考に，当所で補正することとした。

表１ 主要廃棄物組成

図３　ロータリーキルン・ストーカー炉　　 図４　流動床炉

項　目 無害産廃のケース 無害＋有害のケース 

計画低位発熱量 

平　均 

最　高 

最　低 

22,000 kJ/kg 20,900 kJ/kg

25,000 kJ/kg 23,750 kJ/kg

17,000 kJ/kg 16,150 kJ/kg

灰分・水分割合 
灰　分 

水　分 

5％（dry基準） 
無害産廃分　 5％ 

有害産廃分　30％ 

10％ 14％ 

塩素分 

硫黄分 

窒素分 

１％ 

0.7％ 

3％ 

主要有害成分 
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［炉形の検討］

概念設計を依頼した３社中２社がロータリ

ーキルン・ストーカ炉（図３）を，１社が流

動床炉（図４）を選定した。

その後，ベトナム側からの要望で，溶融型

ロータリーキルン炉（図５）を追加し，３炉

形にて検討を行うこととなった。追加した炉

形については，同炉形で実績のある３社に検

討を依頼した。

［概念設計の結果］

３社とも蒸気条件をわが国で廃棄物発電の

実績の多い３MPa/300℃前後とし，発電効率を

高める工夫を行っている。

運転に必要な人員数は16名～22名と幅があ

る。これは，ゴミ・灰処理部分での自動化の

程度によるものと思われる。

表２に設備容量別の検討ケースについて，

炉形毎の送電量，送電効率を示す。効率につ

いては，燃焼室とボイラーが一体の流動床炉

でやや高くなっている。ロータリーキルン炉

ではロータリーキルンからの熱放散が大きい

ため，送電端効率が低くなっていると考えら

れる。特に，溶融型ロータリーキルン炉は，

灰溶融のため高温型のため熱放散が大きい。

４．モデルプラントの事業性の検討

事業性評価については，傾向として同様と

なるため，①②③の中間点である③を代表に

検討を行った。

（１）廃棄物処理および売電収入

現地調査の結果，産廃処理費，売電価格と

もバラツキがあることが分かっていたが，近

い将来，政府が一律の料金を課す予定とのこ

とであり，事業性検討のための産廃処理費，

売電価格は，ベトナム側から２つのケースで

提示された。それを表３に示す。この数値を

使い，年間経費を算出すると，ケース１が61

億9,200万VND，ケース２が288億VNDとなっ

た。

図５　溶融型ロータリーキルン炉

表２　炉形別の送電量と送電端効率

送電量 

送電端効率 

ロータリーキルン・ 
ストーカ 

流動床炉 溶融型 
ロータリーキルン炉 

1,471～1,506 kW 1,835 kW 854～1,083 kW

10.1～10.4 ％ 12.6 ％ 5.9～7.4 ％ 

① 

③ 

② 

送電量 

送電端効率 

送電量 

送電端効率 

1,250 kW 

2,900～3,200 kW

11.4～12.6 ％ 

9.8 ％ 

459～1,010 kW1,538 kW 

3,742 kW 

14.7 ％ 

12.1 ％ 

968～1,378 kW

8.1～9.7 ％ 

3.6～7.9 ％ 
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なお，年間売電収入は，プラントメーカ毎

に発電効率，所内動力，送電電力量が異なる

ため，プラントメーカ提示の年間送電量に売

電価格を乗じて算出した。

（２）ランニングコストとメンテナンスコスト

①ランニングコスト

日常運転に伴う費用（ランニングコスト）

の対象項目は，薬剤費，潤滑油類，助燃料，

買電，人件費，運搬収集費で，プラントメー

カーの概念設計結果を基に算出した。現地調

査結果に基づいて設定した単価を表４に示す。

②メンテナンスコスト

定期点検に伴う費用（メンテナンスコスト）

についても，プラントメーカーの概念設計結

果も基づいている。

（３）事業性検討結果

事業性の検討結果については，炉形毎に各

費用を平均し，比較に用いることとした。炉

形毎のグラフを図６に示す。

ケース１の場合，ロータリーキルン・キル

ンストーカ炉，流動床炉の２形式が事業性を

確保できているが，溶融型ロータリーキルン

炉では，事業性が確保できていない。これは，

送電端効率が低いため，売電収入が少ない上

に，メンテナンスコストが高いためである。

ケース２の場合，廃棄物処理収入が増加する

ため，全ての炉形で事業性が確保されている。

ただし，事業収支は，将来の廃棄物の性状

変化，環境変化などで，大きくバランスが変

化するため，今後，ベトナムでの廃棄物の動

向を先進国の事例を見ながら予測する必要が

あると思われる。

助燃料 
 
買電料金 
人件費 

1,000,000 
13,600,000 
1,700,000 

120,000,000 
240,000,000 
2,250,000 
1,300,000 

1,920,000 VND/l 
4,000,000 VND/l 

850 VND/l 
1,100,000 
320,000 

20,000 VND/l 
20,000 VND/l 
25,000 VND/l 
70,000 VND/l 
6,000 VND/l 
8,000 VND/l 
8,000 VND/l 

1,500 VND/kWh 
5,000,000 VND/人 
1,500,000 VND/人 

単価（VND/トン） 用途 仕様 

薬剤費 消石灰 
特殊反応助剤 
活性炭 
清缶剤 
脱酸剤 
塩酸（35％） 
苛性ソーダ（24％） 
カチオン 
アニオン 
活性炭 
セメント 
機器冷却水薬剤 
作動油 
ギヤー油 
グリース 
タービン油 
コンプレッサ油 
 
 
買電 

排ガス処理 

ボイラ 

飛灰処理 
その他 

起動 
停止 

（運転員要員） 
（ゴミ投入，灰出要員） 

停止時 

油脂類 

表４　ランニングコストの単価表
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表３　産廃処理費と売電価格

無害産廃処理費 有害産廃処理費 売電単価 
ケース1  

ケース2

240,000 VND/t 1,280,000 VND/t 720 VND/kWh

1,400,000 VND/t 3,400,000 VND/t 860 VND/kWh

※VND：ベトナムドン 



図６　炉形別事業収支
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５．ベトナムへの提言

（１）ベトナムへの提言事項の検討

ベトナム側と最も議論になったのは，対象

とする産廃の量，質および，それに対応する

プラント規模であった。

プラント規模について，ベトナム側は，よ

り大規模なプラントを要望した。未確認の産

廃が多量にあると予想されること，今後の経

済成長により産廃の量が増えていくと予想さ

れることがベトナム側要望の理由であった。

一方，日本側は，発電を行う場合には廃棄

物の性状管理が必要なので，「未確認」の産廃

を想定することは危険であること，想定量の

産廃が収集できない場合は間欠運転になり，

効率の低下，炉の寿命の短縮化につながりか

ねないとの理由から，確認済みの産廃量を想

定した炉を作ることを主張してきた。

期間を延長して追加調査を行ったが，ベト

ナム側が主張する「未確認の大量の産廃」確

認することはできなかった。

以上の議論を通じて，本モデル事業では，

確認済みの60トン/日の産廃（主として靴工場

からの高熱量廃棄物から構成される平均２万

2,000kJ/kg）を想定して設計することとした。

その際，ベトナム側の大規模プラントを建設

して欲しいとの意向を反映させ，確認済み産

廃を対象に，負荷率80％（75トン/日）以上と

いう条件で連続運転が可能となるプラントを

提案することとした。

炉形についても，溶融型ロータリーキルン

炉は日本国内でも導入件数が少ないこと，メ

ンテナンスコストが高いこと，送電電力量が

少ないために売電収入が少ないことなどを勘

案して，本モデル事業での炉形としては，選

定せず，ロータリーキルン・ストーカー炉，

流動床炉の２形式を提案することとした。

（２）ベトナムへの提言および依頼事項

ベトナム側へは以下の内容を提言した。

●本モデル事業は，タン・ダイ処分場を想定

して検討を行ってきた。サイトが異なればこ

れまでの検討結果も変わってくるので，本モ

デル事業を今後推進していくうえでサイトを

確定させることは重要である。そこで，ベト

ナム側にはモデル事業実施時には，サイト及

び運営主体を決定することを依頼した。

● 十分な量の産廃が集まらない場合，炉の運

転は間欠運転にならざるを得ず，効率の低下，

寿命の短縮化を招く。また，収集される産廃

の単位重量あたりの熱量が小さくなった場合

も，助燃が必要となるなどの問題を生じる可

能性がある。以上のことから，

ケース２
ケース１

※縦軸の目盛りは，＋が収入，－が支出



産廃の量：最低60トン/日

産廃の熱量：平均22,000kJ/kg以上

プラント運営期間：10年以上

の条件をベトナム政府として保証することを，

事業を進める上での必要条件とした。

● 炉形については，日本国内での導入実績も

多く，送電電力量も多いロータリーキルン・

ストーカー炉及び流動床炉を選定することと

した。

● プラントの設置に際し，ベトナム側の作業

範囲はベトナム側が行う必要がある。また，

プラント完成後のプロジェクトの運営もベト

ナム側が責任を持って行うものとする。

● 環境基準に関しては，本調査期間中に環境

基準が改正され，未だに適用すべき基準がは

っきりしていない。この点も明確にすること

を依頼した。

６．おわりに

本調査終了後，NEDOがベトナム側と調整

を行い，提言内容どおりに合意に至り，平成

19年10月24日に「国際エネルギー消費効率化

等モデル事業ベトナム国ドンナイ省における

産廃発電モデル事業実施可能性調査」の公募

に至った。これにより，本基礎調査の所記の

目的は達成できたものと考えている。

今回，ベトナムと共同調査を実施する場合，

日本側の要請事項に対する回答をベトナム側

から得るには，相当のリードタイムを必要と

することを痛感した。次段階（実施可能性調

査）以降は，ベトナム側での調査・設計検討

も実施してもらう必要があり，何らかの即応

体制をベトナム側に構築してもらうことが肝

要である。

最後に本調査を実施する機会を与えて頂い

たNEDOの関係各位に深く感謝致しますとと

もに，本調査に参加・協力頂いた，廃棄物発

電プラントメーカー７社，環境コンサルタン

ト会社１社及び電力会社１社の計９社の皆さ

まに感謝の意を表する。

なお，本報告では紙幅の制限もあり，本基

礎調査を詳細に紹介することはできなかった。

より詳細な内容にについては，下記のNEDO

報告書（NEDOホームページよりダウンロー

ド可能）をご参照頂けると幸いである。

参考資料

（1）「ベトナム　ドンナイ省における産業廃棄物の発生・

処理状況及び産廃発電モデル事業の実施可能性に関す

る基礎調査」NEDO報告書

（2）「ベトナム　ドンナイ省における産廃発電モデル事業

への適用技術に関する基礎調査」NEDO報告書
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１．はじめに

合成液体燃料には，BTL （Biomass to

Liquids），CTL（Coal to Liquids） ，GTL （Gas

to Liquids）などがあるが，これらを総称して

XTLと呼ぶ。わが国では，Asphalt to Liquids を

ATLと呼んでいる。また，メタノール，エタ

ノール，ETBE （Ethyl Tertiary-Butyl Ether），

BDF （Biodiesel Fuels）も広い意味で合成液体

燃料の範疇に入るであろう。

本稿では，XTLという標題にあるように，

ガス（G）だけではなく，他の資源から液体

燃料を製造する技術を考えてみたい。なお，

化石資源から製造する油を中心とし，バイオ

マスから製造するエタノールやBDFはここで

は比較対照として扱うに留めることとする。

２．背景

2006年に経済産業省資源エネルギー庁が発

表した「新･国家エネルギー戦略」では，2030

年には運輸部門における石油依存度を現在の

ほぼ100％から80％に下げることを目標として

いる。これは，発電のための一次エネルギー

は原子力，天然ガス，石炭，水力や風力など

の自然エネルギーの選択が可能であるものの，

運輸部門では選択の幅が極めて限られており，

エタノールなどの発酵によるものも含めた合

成液体燃料を製造していかねばならないこと

を示していると言える。運輸部門にあっては，

燃料電池自動車や電気自動車の登場が待たれ

ていながら，まだまだ，液体燃料を必要とす

る期間が永いことを誰しもが想定しているの

ではないだろうか。

先の石油依存度80％の反対側にある20％は

何なのかを考えると，自ずと，ガソリンや軽

油を代替する液体燃料が何かから製造されね

ばならないことが見えてくる。第二次石油シ

ョック以降，液体燃料のソースを多岐に求め

る中で，資源が豊富で比較的価格が低く，安

定供給が可能な天然ガスや石炭が注目され，

これらから液体燃料を製造する技術開発が進

められた。その結果，南アフリカで間接石炭

液化商業装置が大規模に稼動しているし，天

然ガスから製造する液体燃料はGTLと呼ばれ

て久しく，マレーシアだけではなく，カター

ルの大型装置が稼動し始めている。また，中

国では石炭をガス化し，メタノールなどの液

体燃料を製造する計画が目白押しである。

昨今の原油価格の急騰が主要因であるが，

軽油への厳しい硫黄仕様への対応からGTLが

見直され，また，中国ではコークス炉からの

ガス （COG）の焼却処理に対する規制からコ

ークス炉ガスからのメタノール製造が行われ

るようになるなど，環境面からの制約が影響

していることも見逃せない。資源国の世界戦

略も見え隠れする。

３．燃料の動向

ニューヨーク商品取引所（NYMEX）でWTI

原油先物価格が100ドル/バーレルを超えても

［調査研究報告］
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プロジェクト試験研究部
部長小野闢 正樹

合成液体燃料（XTL）の将来を読む



驚かなくなった。天然ガスはこの10年間，わ

が国が輸入するCIF価格では３～４米ドル/百

万BTUで推移していたのが，６～７米ドル/百

万BTUとなり，さらに米国Henry Hubの価格は

９米ドル/百万BTUとなっている。比較的安い

エネルギーと言われた石炭も，一般炭でも100

米ドル/トンを超し，原料炭では300米ドル/ト

ンとも言われている。

運輸部門は自動車と航空機が主な用途であ

るが，移動するものに高密度のエネルギーを

搭載する必要があることから，そのほとんど

が液体燃料である。液体燃料の中でもガソリ

ンの容積あたりの発熱量は8,400kca/L，軽油は

9,200kcal/Lと高いが，酸素を含むエタノール

は5,060kcal/L，メタノールは3,760kcal/Lと若干

下がる。高圧水素（350気圧）の発熱量はガソ

リンのおおよそ10分の１であり，搭載するに

しても課題が多い。プラグインハイブリッド

や電気自動車の登場はそれ程先のことではな

いかも知れないが，それをもってしても，当

分の間，液体燃料が太宗を占めることに変わ

りはないであろう。むしろ，既存のインフラ

をできるだけ活用して，液体燃料の中身が変

わることを想像する方が容易である。

XTLと一口に言っても，図１に示すように，

天然ガス，非在来原油，石炭，バイオマスな

どを原料として，発酵，化学合成，FT合成，

水素添加などのプロセスにより様々な液体燃

料を生産することができる。原料をガス化し

て化学合成やFT合成を行う場合には，製品は

原料に影響されるものではないが，直接，水

素添加する場合には，合成液体燃料の性状は

原料の性状に左右される。

液体燃料の利点は，自動車や航空機に搭載

する短期の貯蔵の利便性だけではなく，長期

の貯蔵ができる点にもある。石油備蓄が行わ

れて久しいがエネルギーセキュリティーへの

貢献は極めて大きいし，今後とも，液体燃料

として貯蔵する形態は残さなければならない。

災害時の強靭性は言わずもがなである。

化石起源の液体燃料に対しては特段の政策的

支援が行われていないが，バイオマスはわが国

を含め，米国，欧州での普及・支援が明確に示

されている。最近では，2007年12月にブッシュ

大統領は“Energy Independence and Security Act

of 2007”（2007年エネルギー安全保障法）に署

名した。2022年までに360億ガロンの再生可能

バイオ燃料の使用を義務付けたもので，アメリ

カが消費するガソリンの20%以上を賄おうとす

るものである。そのためには，植物，藻などを

エタノールに変換する産業バイオテクノロジー

の技術進歩が欠かせない。
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図１　合成液体燃料の原料と製造プロセス



４．XTLとその位置づけ

XTLの性状は表１に示す通りであり，オク

タン価が高くガソリン代替の可能性があるも

のと，セタン価が高く軽油代替を目指すもの

に分かれる。

石炭や天然ガスなどからガス化により液体

燃料を製造するルートを図２に示す。まず，

GTLは，ガス田開発において天然ガスをLNG

として輸出する他に，石油製品を製造するこ

とになるので用途の多様化が図れる。LNG製

造の熱効率90%以上に比べ，天然ガスからの

GTL製造は60%程度と低いので，産油国の戦

略の一環，あるいは中小ガス田などの要因が

背景にあって実現すると考えられる。軽油は

欧州市場，ガソリンはアジアなどの市場がタ

ーゲットとなろう。石油化学原料（オレフィ

ン），潤滑油ベースオイルなどの高付加価値品
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表１　合成液体燃料の現状と特徴

図２　天然ガスや石炭からガス化により液体合成燃料を製造するルート



も経済性を高める上で重要である。

メタノールは，今後，自動車用，化学原料用，

分散型エネルギーシステム用，水素供給用等の

幅広い分野で利用が拡大するであろう。GTLな

どのような混合物ではなく純物質のため，品質

が明確である特徴を生かした用途拡大が考えら

れる。海外の天然ガス資源から液体燃料を製造

する方法として最も容易な方法であり，市場の

整備とともに生産量が増えることが予想され

る。特に，GTLと異なり，技術が特定の事業

者・ライセンサーに限定されることがないのが

魅力である。また，化学原料となるオレフィン

を製造するMTO （Methanol to Olefin）は，プロ

ピレン不足の折，注目されている。メタノール

の合成の原料となるガスのH2/CO比は，理論上，

２である。石炭ガス化から製造されるガスは

H2が少なめで，炭素（C）が過剰のため，CO

をシフト反応により二酸化炭素（CO2）として

回収・貯留することで，石炭よりCO2の発生を

減らした燃料の製造が可能となる。

DME （Dimethyl Ether）はメタノールから脱

水反応で容易に製造することができる。LPG

代替や軽油代替のクリーン燃料として期待さ

れるが，流通インフラの構築が課題である。

合成ガスからメタノールを経由せずに直接製

造する方法も開発されている。

バイオエタノールの導入は進むにしても，

その量的な拡大に限界がある。今後はエタノ

ールと異なり水分があっても相が分離せず，

製造過程で濃縮が容易な，バイオマスからの

発酵で製造されるブタノールが注目されるで

あろう。BP社やデュポン社はガソリンに16％

までブレンドが可能であるとして，英国に製

造プラントの建設を予定している。

BDFはパーム油などから容易に製造できる

ものの，今後，ジャトロファを始めとした資

源作物の栽培とからめ捉えることが重要であ

る。また，原料油脂を水素化処理したBio-

Hydrofined Diesel （BHD）の開発も進んでお

り，このような既存のインフラの利用を前提

とした導入の方法が普及へのポイントである。

石炭液化は，資源が豊富な石炭をガス化して

FT合成により液体燃料を製造する間接法と，

高温高圧下で水素を添加して油を製造する直接

法があり，広くは両者をCTLと呼ぶ。間接法は

石炭ガス化技術とGTLなどで必要なFT合成技術

を組合せたもので，狭義のCTLである。一方，

直接石炭液化技術は，高温（440～460℃），高

圧（150～200atm）条件で，触媒を用いて水素

を添加するもので，高温高圧の重質油水素化技

術の究極とも言える技術である。1997年から茨

城県鹿島で石炭処理量150トン/日規模のパイロ

ットプラント（図３）の運転が行われ，1999年

に成功裏に終了した。石油精製における残渣油

の直接脱硫装置の技術を背景としており，わが

国の技術の優位性を活かすことができる。国の
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図３　150トン/日規模NEDOL法瀝青炭液化パイロットプラント（茨城県鹿島）



エネルギーセキュリティーに直接影響する技術

であることから，長い視点で捉えていくことが

重要である。間接液化の製品はGTLと同じであ

り，また，直接液化の製品もガソリン，灯軽油

留分であることから，流通システムに容易に参

入できることが最大の特徴である。ただし，直

接液化の製品は芳香族含有率が高く，アップグ

レーディングや既存の油とのブレンディングが

欠かせない。

４．XTLプロジェクトの動向

XTLの代表とも言えるGTLは，中近東のカ

タールでカタール国営石油会社（QP）とサソ

ール社・シェブロン社の合弁会社が生産量３

万4,000バーレル/日のOryxプラントを建設した

が，技術上の問題でフル稼働にはいたってい

ない（4）。また，QP社とシェル社は生産量14

万バーレル/日のPearlプロジェクトを進めてい

るが，建設費が当初の50億ドルから120～180

億ドルに上昇する見通しで，2009年の稼動予

定も2010年に延期になるとのことである（4）。

石油精製やLNGプラントと比べても巨額の建

設費がかかるプラントであることから，多く

の計画の内，実現するプロジェクトは限定さ

れるであろう。

メタノールは海外では年産200万トン規模の

大規模プラントが稼動しており，最近では，

中国で石炭ガス化から，あるいは産炭地では

未利用のCOGを改質して中国の独自技術でメ

タノールを10～20万トン/年規模で製造するプ

ラントが多数建設されている。当研究所は精

製する前のタールを含むコークス炉ガスを改

質する技術を開発し（8）（9），中国とも情報交

換を行っている。ちなみに，シェル社はすで

にメタノール用だけで６件の石炭ガス化炉の

ライセンシングを行った。中国では石炭を産

出するいくつかの省で，メタノールを混ぜた

ガソリンの販売が認められている。著者が最

近，山西省太原市を訪ねた時には，市内の

60%のガソリンスタンドで「M15」（メタノー

ルを15％含むガソリン）を販売していた。

DMEを年産20万トン規模でメタノールから

製造するプラントが中国で稼動し，製品を

LPGに混ぜて使用している。わが国でも，三

菱ガス化学など９社が，DMEの普及を目指し

て，合弁で同社新潟工場内に間接法で年産８

万トンの装置を建設中で，2008年６月に完成

予定である。

中国のメタノール生産量は急速に伸び，

2006年には760万トンにも及び，主に石炭から

製造される。この量は世界の生産量の20%以

上であり，わが国の消費量，200万トン/年よ

り遥かに多い。メタノール・DMEに対する意

気込みは驚嘆に値するもので，今後，東アジ

アの合成燃料市場を支配することになるので

はないかと危惧している。

南アフリカのサソール社は，15万バーレル/

日から18万バーレル/日に，CTLプラントの増

強を進めている。中国では，サソール社が２

件のプロジェクトを計画している。１件は，

山西省で神華集団公司と，もう１件は，寧夏

回族自治区で神華寧夏煤業集団公司と進めて

おり，完成までには数年を要する。同様にイ

ンドでもサソール社はFSを実施している。

直接石炭液化については，内モンゴル自治

区で神華集団公司が建設していた石炭処理量

6,000トン/日（製品油で100万バーレル/年）の

実証プラントはまもなく完成とのことである。

わが国で開発した褐炭液化技術（BCL法）と

瀝青炭液化技術（NEDOL法）は，インドネシ

アや中国での商業化を目指している。GTL同

様，建設費が巨額に及ぶので，長期の戦略に

基づいた投資が求められる。

バイオマスとガス化してからFT合成により

製造するBTLについては，ドイツのフライベ

ルグでコーレン（CHOREN）インダストリー

ズが300バーレル/日の試験装置を完成し，

2008年中旬に生産を開始するとのことである。

米国再生可能燃料協会（Renewable Fuels

Association; RFA）によると，エタノールの生産

は，2007年，米国だけでも139の工場で合計50
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万9,000バーレル/日規模となり，2008年には84

万8,000バーレル/日と予想しており，ガソリン

の10％近くになると言う（7）。GTLとは異なり，

トウモロコシなどの産地近傍に小型の工場が建

設されている。米国のように自国の農業におけ

るメリットがあるわけでは無い国では，負の面

が顕在化するにつれバイオ燃料の今後の計画に

対して慎重になってきている。

この数年，プラントの建設費が急騰し，２倍

になったとも言われている。世界のエネルギー

価格高騰の中で，素材が値上がりし，プラント

の建設ラッシュがさらに建設費を押し上げてい

る。プラントを構成する回転機械，バルブ，配

管，それぞれが生産能力を超えると，プロジェ

クト間の取り合いとなり，製造コストとは無関

係に高値が付くことになる。

積極的にプロジェクトを立ち上げようとす

る雰囲気と，建設費の高騰の状況下でタイミ

ングを調整する立場とが錯綜している状況と

言えよう。

５．合成液体燃料の評価

XTLは原料に手を加えるだけエネルギー量

が下がる宿命を有している。合成液体燃料が

話題になっているのは，オイルピークを目前

にして，在来石油に頼ることができないと言

う危機感や，産油国・消費国の戦略的判断か

らで，CO2削減効果に基づくものでは無い。

合成燃料をどのように評価するかには，

様々な方法が考えられる。生産コストを求め

て比較するのがオーソドックスな方法であろ

うし，LCA （Life Cycle Assessment）による評

価も重要である。また，最近では，LIME

（Life-cycle Impact assessment Method based on

Endpoint modeling）による統合評価（1）も話

題になっている。

LIMEとは，（独）産業技術総合研究所が開

発した「日本版被害算定型環境評価手法」の

ことで温室効果ガスだけではなく，エネルギ

ー使用に関して人間環境に影響を及ぼす環境
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負荷物質として，SOx，NOx，PM （粒子状物

質）も取り上げている。検討の結果，石炭を

使用すると従来のLCAからすれば石油，天然

ガスに比べてCO2排出量が多いが，LIMEでは，

石炭から製造したFT軽油やDMEは石油からの

軽油に比べ環境への影響度が低いことが明ら

かになった。石炭を燃焼するのに比べても合

成燃料を製造することで大幅に環境影響度を

低減できることが示された。

将来，どの合成液体燃料が何を原料として，

どのような割合で製造されるかを誰しもが知

りたいであろう。2030年における登場人物は

おおよそ見当がつくものの，定量的に示すこ

とは極めて難しい。当研究所では，黒沢主管

研究員と橋本主管研究員（当時）（2）がチャレ

ンジして，2030年さらには2050年までのエネ

ルギー動向のシナリオを描き，シナリオごと

に推定を試みた。2050年までに石炭や天然ガ

スからの合成液体燃料（メタノール，DME，

ガソリン，軽油）やバイオマス燃料が在来石

油との対比でわが国にどのように導入されて

いくかを当研究所の地球環境統合評価モデル

（GRAPE）を用いて検討したものである。

図４に，本検討で想定した原料から合成燃

料を製造するルートを示す。各転換プロセス

に，原単位，建設費，用役消費量（電力，水，

燃料等）を設定し，エネルギーシステムコス

トを最小化する転換，供給の組み合わせを線

形計画モデルにより求めた。

2050年に向けてのシナリオを想定し，エネ

ルギー資源が高価格の場合，CO2排出量を

1990年の半分とした場合などの各ケースにつ

いてもその影響を調べた。その結果，天然ガ

スからの合成燃料とともに，ハンドリング面

から熱量的に割安な状態が比較的維持される

石炭の利用が増えると予想された。標準的な

ケースでは，合成液体燃料が2030年には運輸

部門の約25%を占める結果となった。その場

合の製品は，ガソリンや軽油という在来の輸

送用燃料だけではなく，DMEやメタノールな

ども視野に入ると考えられる。特に，資源の



価格が全体的に上がる程，石炭から製造され

る合成燃料の導入量が増え，多いケースでは

輸入量の４分の１程度となることがわかった。

シミュレーション結果の一例として，ガソ

リン自動車の燃料の構成が2050年に向けてど

のように変化するかを図５に示す。原油の産

出量が徐々に低下し価格が上がり入手が困難

になる傾向の中で，国内のガソリン燃料使用

量は徐々に低減し，天然ガスや石炭からのFT

合成油や直接石炭液化により製造されるガソ

リンの占める割合が増えていくことを示して

いる。環境への影響に，より重点を置くなら

ば，バイオエタノールやBDFの導入が促進さ

れるとも言えるし，石炭転換においてCO2回

収を行い，油と同程度のCO2排出量とするこ
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とが妥当であるとも考えられる。

将来のエネルギー動向のシナリオにより，

石油に替わる合成燃料の種類が変化するもの

の，中長期的には，合成燃料の重要性が増大

する傾向は変わらない。

世界全体での中長期における液体燃料の生産

量は，米国EIA（3）により予測され報告されて

いる。それによると，世界の液体燃料生産量は，

現在，約8,000万バーレル/日であるが，2030年

には1.2億バーレル/日になるとしている。その

内，合成液体燃料は，図６に示すように，250

万バーレル/日から1,050万バーレル/日に急増す

ると予想している。この数字には，オイルサン

ドや超重質油も含まれており，それらを除くと，

100万バーレルから約500万バーレルとなり，合
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図４　検討に使用した合成液体燃料の製造ルート

図５　わが国における予想されるガソリン車の燃料構成の変化（標準ケース）



成液体燃料生産量の44%を占める。

合成液体燃料は，先進諸国により多く導入

されることを考えると，先の当研究所の予測

と同様の傾向を示していると言える。

合成液体燃料を製造する技術は，経済産業

省がまとめた「技術戦略マップ2007」（5）にも

重要な技術として示されている。より詳細に

は，「燃料関連分野の技術戦略マップ」に示さ

れており，当研究所のホームページからダウ

ンロードが可能である。

６．今後の課題

米国2007年新エネルギー安全保障法第526章

によると，在来型燃料に比べLCAで温室効果

ガスの発生量が多い非在来型石油資源を含む

代替燃料の購入契約を米国政府が結ぶことを

規制している。石炭起源の燃料やオイルサン

ドからの油がその対象となろう。

化石資源から製造する合成液体燃料は，化学

反応を経る以上，原料に比べてエネルギー量が

低下することは避けられない。しかし，CO2に

ついては，製造時に発生するCO2を回収・貯留

（CCS）することで在来原油並みとすることが

可能であろう。また，再生可能エネルギー，例

えば太陽熱を導入して製造時のCO2発生を極力

減らすことも考えられる。石炭を原料とした場

合に，蒸発潜熱や吸熱反応分の熱の一部を再生

可能エネルギーにより供給するプロセスは当研

究所が提案し，５年にわたるプロジェクトで技

術開発を推進してきた（6）。

一方，バイオマスを原料としたエタノール

やBDFについては，食料との競合，肥料から

の亜酸化窒素の放出，熱帯雨林の開発などの

負の面が指摘されており，過度にバイオマス

に頼ることは危険である。

わが国は，ほぼ90%の石油を中東から輸入

している。1987年には67.9%まで下がったもの

の，その後，再び非常に高い割合となってい

る。石炭（一般炭）と言えどもわが国の消費

量の67%は豪州一国から輸入しており，中国，

インドネシア，ロシアを加えた４カ国に対し

ては，何と98%と言う高い依存度になる。天

然ガスはインドネシア，豪州，マレーシア，

カタール，ブルネイなどに分散しているが，

アジアの経済成長とともに，今後，依存度が

高まるであろう。輸入先である資源国の多様

化は全ての資源にとって喫緊の課題である。

合成液体燃料の本格的な導入の時代に，わ

が国にとって資源を安定的に得るには，わが

国が有する技術を活用することが必要であり，

永年の開発の成果を示さねばならない。その

１つがCTLであり，これら資源国との関係を

さらに強化することに活用されることを願っ

ている。
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図６　DOE/EIA による2030年までの原料別合成液体燃料生産量の予測（標準ケース）（3）



６．今後への期待

現在の原油の高騰は，投機の対象であること

が主な要因と言われながら，世界的には輸送用

燃料使用量が益々，増大する傾向が予測される

以上，沈静化はあっても大幅に下がることは期

待できない。自動車だけではなく，航空機を含

めて輸送用の液体燃料安定供給の点から，様々

なルートを探り，最も経済性に優れるものから

実現していくであろう。LNG製造プラントが数

千億円と言う巨大プロジェクトであったが，

GTLでは１兆円とも言える超巨大プロジェクト

である。石炭液化においても，10万バーレル/

日の油を製造するプラントでは，３万トン/日

の石炭を処理することになり，建設費は１兆円

オーダーである。エネルギープラントの大きさ

を改めて感ずるとともに，戦略的シナリオに基

づいた技術開発とプロジェクトとしてのリスク

回避の重要性を思い知らされる。

当研究所にとって合成液体燃料の動向を把

握していくことは重要なテーマの１つである。

様々な受託プロジェクトの中で検討してきた

成果を踏まえ，化石起源の合成液体燃料の将

来見通しを，筆者は次のように考える。

わが国にあっては，資源確保の戦略ととも

に，技術戦略に基づいた着実な技術開発促進

がますます問われている。
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① 短期的には，割安な原料から割高な製品

を製造するプロセスが採用される。現在

のカタールにおけるGTLの活況は原油価

格の高騰によるが，原油価格とともに建

設費が上がり，天然ガスが次第に上昇す

るにつれ，プロジェクトとしての経済性

が低下している。

② 中期的には，液体燃料は輸送用燃料とし

てその必要性が減ずることはない。特に，

製造が比較的容易であり，用途が幅広い

メタノールが注目される。

③ 石炭や天然ガスを起源として合成燃料を

製造する上で，CO2排出の問題は避けて

通れない。CO2排出量を減ずるには，ま

ず，プロセス改良により液体燃料製造の

ための熱効率を上げることが有効である。

次に，液体燃料製造の段階で発生する

CO2を回収することである。例えば，石

炭の場合，ガス化したガスをH2とCOの比

率を調整するためにシフト反応により生

じたCO2を分離・回収することが可能で

ある。液体燃料製造装置は，原料の産出

する地域に設置されるので，同時にCO2
の貯留に適した地域とのマッチングも重

要である。石油増進回収用，あるいはコ

ールベッドメタン回収用，滞水層への貯

留など，状況に応じた選択が考えられる。

④ 液体燃料製造においてCO2排出を減らす

方法として，太陽光などの自然エネルギ

ーやバイオマスの利用が考えられる。ま

た，バイオマスと共処理するなどのプロ

セス上の組み合わせで少しでもCO2排出

を減らす努力が必要である（6）。



１．はじめに

本調査は，わが国の代表的エネルギー関連

企業である当研究所賛助会員各社および大学

等の研究者を対象として，エネルギー技術に

関する研究開発についてアンケートを行い，

関心の方向および研究開発動向をとりまとめ

ることを目的として行ったものである。これ

らの結果をもとに，エネルギー技術の研究開

発の方向性，関連する基盤科学分野に関する

認識，公的支援の必要性等に関する分析を行

い，政府および企業のエネルギー技術関連政

策の企画立案，ならびに大学等研究者の研究

テーマ選択の参考に供することを意図した。

２．調査方法

調査対象は，当研究所賛助会員である企

業・機関（標本数70，回収率59％）および当

研究所の活動に最近ご協力いただいた大学・

研究機関の研究者（標本数132，回収率２４％）

であり，平成19年９月25日～11月25日の期間

に郵送によって回答を依頼した。賛助会員の

業種の構成を図１に示す。

３．調査内容

巻末の別表に示すアンケート票により調査

を実施した。質問項目は次の通りである。賛

助会員企業と研究者では，研究開発の意義の

相違を考慮して質問項目は若干異なる。

（１）賛助会員に対する質問項目

①重要と考えるエネルギー技術テーマ

②状況（研究開発／計画中，商業化済み）

③商業化予定時期（５年以内，10年以内，

それ以降）

④重要である理由

⑤公的支援の必要性/理由

⑥研究開発上の障害（資金面を除く）

⑦ 重要な科学技術分野および社会科学的課　

題

⑧ 研究開発投資額および投入人数（あるい

は傾向）

（２）研究者に対する質問項目

① 研究中または今後取り組もうと考えるエ

ネルギー関連の研究テーマ

②状況（基礎研究，実用化開発）

③実用化予定時期（５年以内，５年以降）

④取組みの理由

⑤研究開発上の障害

⑥研究費および従事人数（あるいは傾向）

［調査研究報告］

平成19年度エネルギー技術に関する
アンケート調査の結果
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研究理事
エネルギー技術情報センター長疋　田　知　士

図１　賛助会員の業種構成



４．調査結果

（１）賛助会員企業に関する結果

結果の集計・分析はカテゴリー別に行った。

アンケートにおいて，巻末の付表１を参照し

てエネルギー技術テーマを記入する設問に対

し，カテゴリー別，技術分野別，技術課題別

の回答が混在し，技術分野あるいは技術課題

レベルでの集計が困難であったためである。

①研究開発が行われているテーマは全カテゴ

リーにおよぶ

賛助会員の研究開発は，カテゴリー別にみ

ると，全てのカテゴリーにおよぶ。また重要

と考えるテーマと研究開発を行うテーマはほ

ぼ合致している。中でも，利用技術，再生可

能エネルギー，原子力について研究開発を行

っていると回答した会員が多い。

②商業化予定時期は偏ることなく幅広い

商業化予定時期は「商業化済」から「10年

以降」までほぼ偏ることなく幅広い。商業化

予定時期の長い（10年以内＋10年以降の合計）

順にその比率をみると，環境カテゴリーが特

にその割合が大きく（82％），省エネルギーカ

テゴリーが特にその割合が小さい（11％）。

③重要であると考える理由は，「二酸化炭素排

出削減」「地球環境・自然環境保護」「需要

が期待できる」「化石エネルギー資源の有効

活用」が多い

全カテゴリーについて合算した場合，「二酸

化炭素排出削減」「地球環境・自然環境保護」

「需要が期待できる」を理由に挙げる回答が多

く，「化石エネルギー資源の有効活用」がこれ

らに次ぐ。一方，「日本の人口減少・高齢化対

応」は，ほとんど理由として選択されていな

い。
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図２　研究開発を行っている法人数（複数回答）

図３　商業化予定時期の割合（複数回答）

※　商業化予定時期の長い（10年以内+10年以降の合計）順



カテゴリー別に見た場合の主なポイントは

次の通りである。

● 再生可能エネルギーおよび省エネルギーで

は，「二酸化炭素排出削減」「地球環境・自

然環境保護」「需要が期待できる」の理由が

多い。

● 原子力では，「二酸化炭素排出削減」「国民

の安全・安心レベルの向上」「地球環境・自

然環境保護」「需要が期待できる」が多く理

由として選ばれている。特に，「国民の安

全・安心レベルの向上」の理由が多いのは，

他カテゴリーにない特徴である。

● 水素エネルギーについては，「需要が期待で

きる」「二酸化炭素排出削減」「地球環境・

自然環境保護」「化石エネルギー資源の有効

活用」が多く選択されている。

● 利用技術では，「二酸化炭素排出削減」「需

要が期待できる」「化石エネルギー資源の有

効活用」「地球環境・自然環境保護」「日本

市場で競争力」の理由が多い。

● 環境では，「二酸化炭素排出削減」「地球環

境・自然環境保護」が当然ながら多く選ば

れている。

④公的支援の必要性と理由は，カテゴリーそ

れぞれに，研究開発加速，リスク緩和，普

及促進等さまざまである。

全カテゴリー合計の公的支援の理由は，多

い順に，開発リスク緩和，普及促進，研究開

発加速・国際競争優位，支援不要，その他，

である。（図６）

カテゴリー別に見た場合，比較的多い理由

は，表１の通りである。

また，理由別に見た場合に上位に来るカテ

ゴリーの分布は表２の通りであり，それぞれ

が異なった状況にありながら，多くの場合公

的支援を必要としていることが分かる。

商業化予定時期別に公的支援の必要性と理
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図４　全カテゴリー合計で、重要であると考える理由（複数回答）

図５　公的支援の必要性と理由（複数回答）
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由をみると，商業化予定時期の長いもの程，

「研究開発加速，国際競争で優位に」と「開発

リスク緩和のため」が多く，「支援不要」と

「普及促進のため」が少ない傾向がみられる。

商業化予定時期の一番長い環境カテゴリーで

は「開発リスク緩和のため」が多く，「支援不

要」が少ない。商業化予定時期の一番短い省

エネルギーカテゴリーでは「普及促進のため」

と「支援不要」が多い（図７）。

回答割合をみると，原子力と化石エネルギ

ーは似た回答パターンを示している。また，

利用技術，省エネルギーも似た回答パターン

を示している（図８）。

図６　全カテゴリー合計の公的支援の理由

表１　分野毎の公的支援の理由

表２　理由別にみた上位カテゴリーの分布

省エネルギー 

化石エネルギー 「研究開発加速、国際競争で優位に」「開発リスク緩和のため」 

再生可能エネルギー 「普及促進のため」 

原子力 「研究開発加速，国際競争で優位に」「開発リスク緩和のため」 

水素エネルギー 「研究開発加速，国際競争で優位に」 

利用技術 他のカテゴリーに較べて「支援不要」が多い 

環境 「開発リスク緩和のため」 

輸送 「開発リスク緩和のため」「普及促進のため」 

「普及促進のため」 

分　野 理　由 

環境，輸送，化石エネルギー，原子力 
輸送，省エネルギー，再生可能エネルギー 
水素エネルギー，原子力，化石エネルギー 

開発リスク緩和のため 
普及促進のため 
研究開発加速，国際競争で優位に 

公的支援を必要とする理由 対応する分野 

支援不要 利用技術，省エネルギー 

図７　商業化予定時期別にみた公的支援の必要性と理由の割合（％）（複数回答）
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⑤ 重要な科学技術分野／社会科学的課題は，

「環境に関する意識」「材料」「情報・通信」

賛助会員各社にとって重要な科学技術分

野／社会科学的課題は，回答の多い順に「環

境に関する意識」「材料」「情報・通信」であ

った（図９）。大学等への研究開発支援を行う

対象は，「人口動態統計」「コンピュータ」「ラ

イフスタイル動向予測」が少ないことを除け

ば，どの課題もほぼ同じ位であるが，回答数

自体が少ない。卒業生の採用を増やそうとす

る分野は，「環境に関する意識」「ライフスタ

イル動向予測」「人口動態統計」といった社会

科学的課題を除けば，ほぼ「重要な科学技術

分野」の回答と同様の傾向を示しているが，

これも回答数自体が少なかった。「環境に対す

る意識」「材料」「ナノテクノロジー」「バイオ

テクノロジー」「超電導」「ロボット」は卒業

生を採用するよりも，大学等の外部組織への

図８　「化石エネルギー」と「原子力」の公的支援の必要性と理由（％）（複数回答）

図９　各科学技術分野／社会科学的課題を重要と回答した法人数、大学等への研究開発支援を行う
対象と回答した法人数、卒業生の採用を増やそうとする分野と回答した法人数（複数回答）

図10 エネルギー技術に関する研究開発投資額および投入人数の傾向
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研究開発支援を優先している。「情報・通信」

「エレクトロニクス」は外部組織への研究開発

支援よりも，卒業生の採用を優先している。

⑥ 研究開発投資額および投入人数は全体的に

増加の傾向

エネルギー技術に関する研究開発投資額およ

び投入人数は全体的に増加の傾向がみられる

（図10）。

（２）研究者に関する結果

研究者からの回答は，回収率２４％と極め

て低い結果となった。最近に当研究所の調査

研究にご協力頂いた研究者を対象としたため，

ソフト分野の研究者が多く，回答が困難であ

ったことが回収率の低さにつながったと推定

される。従って，今回の結果の信頼度は不十

分であると思われるが，以下にその概要を記

す。（次回の調査においては，対象者範囲を拡

大・変更して行う予定である。）

① 「原子力」「利用技術」の研究者からの回

答が多かった

カテゴリー別に見るとは「原子力」「利用技

術」が多く選択されている。すなわち，「原子

力」「利用技術」の研究者からの回答が多かっ

た。他のカテゴリーの選択数は少なすぎるた

めにその大小を論ずることはできない。

②「実用化開発段」の研究よりも「基礎研究　

段階」の研究の方が多い

多くのカテゴリーにおいて，「実用化開発段」

の研究より「基礎研究段階」の研究の方が多

い（図11）。

③「原子力」の実用化予定時期は「５年以降」

が多く，「利用技術」の実用化予定時期は

「５年以内」「５年以降」がほぼ同程度

（図12）

図12 現在研究中または今後取り組もうと考えるカテゴリーの実用化予定時期（複数回答）

図11 現在研究中または今後取り組もうと考えている技術分野の研究段階（複数回答）
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④研究に取り組む理由

研究に取り組む理由の中で特に突出したも

のはなく，一方で「知的財産権を活用できる」

「日本の人口減少・高齢化対応に有効」はほと

んど選択されなかった。

⑤研究開発上の障害は主に「資金」「人材」

「企業との共同体制の構築」「研究者同士の

共同体制の構築」

概して，「資金」「人材」の回答が多い。ま

た，「企業との共同体制の構築」「研究者同士

の共同体制の構築」も挙げられている（図13）。

⑥ 研究費および従事人数は全体的に減少の傾

向

研究費および従事人数は全体的に減少の傾

向がみられる。賛助会員の場合に，全体的に

増加の傾向がみられたのとは逆の傾向である

（図14）。

５．おわりに

本アンケート調査は，当研究所賛助会員企

業各社および大学等の研究者各位を対象とし

て実施したものであり，ご回答頂いた方々の

ご協力に厚く感謝の意を表します。本調査に

ついては，今後定期的に継続し，時系列的変

化も含めて内容の充実を図っていく予定です。

なお，紙数の関係で一部内容の掲載を割愛

しました。当研究所ウェッブサイト“エネル

ギー技術情報プラットフォーム”をご参照く

だされば幸いです。

図14 エネルギー技術に関する研究費および従事人数の傾向

図13 研究開発上の障害（複数回答）
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別表　賛助会員に対するアンケート票
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１．基本的な考え方

（１）当研究所は、平成20年度に創立30周年の

節目の年を迎える。当研究所は，創立以来こ

れまで，わが国のエネルギー工学分野の中心

的な調査研究機関として，産・学・官の緊密

な連携の下，各エネルギー技術分野における

専門的な知見を集め，技術的側面から総合的

に研究を行い，その成果の普及に努めてきた。

技術は，わが国が国際社会で優位性を維持向

上する上で不可欠な資産であり，将来のリス

クに対応し得る強靭なエネルギー戦略の構

築・実現に貢献するものと考えられる。当研

究所は，今後とも「エネルギーの未来を拓く

のは技術である」との認識の下，エネルギー

技術に係る調査研究に取り組んでいく所存で

ある。

（２）平成20年度には，当研究所内に「原子力

工学センター」を設置し，(財)原子力発電技術

機構の事業の継承及び発展を図るとともに，

経済産業省が推進する原子力立国計画の柱の

一つである次世代軽水炉開発を，電力会社及

び原子炉メーカーとの協力の下，その中核機

関として推進していくこととする。本事業は，

これまで主に調査研究を実施してきた当研究

所にとって，初めての本格的な技術開発事業

であり，同事業を着実に推進すべく万全を期

すこととする。

（３）アジアを中心としたエネルギー需要が増

大し，原油価格が史上最高水準で推移する一

方，ポスト京都を目指した地球環境問題に係

る議論の高まりなど，内外のエネルギーを巡

る環境が大きく変化している。エネルギー資

源の大部分を海外に依存し，かつ，大量に消

費しているわが国が，国家存立の基盤である

エネルギーを将来に亘り安定的に確保してい

くためには，長期的かつグローバルな観点か

ら，戦略的にエネルギー供給確保策を企画立

案し，それを着実に実施していくことが必要

である。有限の地球に住む我々としては，今

世紀中にも顕在化が懸念される人類共通のリ

スクである資源制約及び環境制約に如何に対

処していくかは大きな課題である。

（４）当研究所は，2100年を展望した「超長期

エネルギー技術ビジョン」，2030年に向けた

「エネルギー技術戦略マップ」等，資源制約及

び環境制約の克服に大きな役割を果たすと期

待される重要な技術群の抽出やロードマップ

作成を行うこと等で培った知見を総合して，

平成19年度には，本年7月に開催予定の北海道

洞爺湖サミットで，わが国が地球環境問題の

解決策として提唱することが期待される

「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」をとり

まとめたところである。今後とも，それら技

術の評価に関し知見の最新化及び深化を図る

ことにより，エネルギー技術開発のあり方に

ついて，長期的かつグローバルな視点に立っ

た調査研究を行っていく。

（５）「情報」と「評価」は，技術開発戦略を

策定していく上で基盤を成すものである。平

［事業計画］

平成20年度　事業計画

（財）エネルギー総合工学研究所
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成20年度には，エネルギー技術情報プラット

フォームの運用を本格化し，最新の技術情報，

それらを評価分析した技術的知見を，適時，

国，会員企業をはじめとする関係各位に提供

していくこととする。また，当研究所の評価

分析能力向上の観点から，エネルギー技術の

評価ツールの充実を図る。

（６）近年の当研究所を巡る経営環境には厳し

いものがあり，また，平成20年度中には新公

益法人法が施行され新しい制度に移行する予

定である。これらの変化に適確に対応しつつ，

安定的な経営を可能とするべく，当研究所の

体質の改善を図っていくこととする。

（７）当研究所は，次のような点にも留意しつ

つ事業を実施する。

技術開発戦略を策定していく上で基盤を成

す「情報」に関しては，資源制約及び環境

制約の克服に資する有望なエネルギー技術

について関連する情報を収集・整理し，技

術的見地から分析・評価を行い，技術開発

戦略の企画立案等に資するように体系化し

たエネルギー技術情報基盤の整備を図り，

広範なユーザーがインターネットを通し

て，簡便に検索できるエネルギー技術情報

プラットフォームの運用を本格化する。

②エネルギー技術開発戦略に係る調査研究

平成19年度に策定した「Cool Earth-エネ

ルギー革新技術計画」に関し，知見の最新

化や深化を図る等，エネルギー技術開発戦

略に関する調査研究を引き続き実施する。

③ エネルギーシステムの評価手法開発に係

る調査研究

技術開発戦略を策定していく上で基盤を

成す「評価」については，エネルギー需給

の将来想定や新しいエネルギーシステムの

導入影響評価のツールであるエネルギーモ

デルに関し，新しい分析手法について検討

評価を行い，従来の手法では評価が難しか

った問題への適用可能性について検討を行

う。

④ エネルギー技術開発動向及びその将来性

評価に係る調査研究

今後の開発が期待される，時のエネルギ

ー技術を選び，最新の技術開発の動向，エ

ネルギー供給や環境問題克服に係るポテン

シャル，経済性，社会的受容性等の評価，

それらを踏まえた将来展望について調査研

究を行う。特に，平成20年度からは，技術

開発の最前線で業務に従事する研究者やエ

ンジニアからの聞き取りを含め，より臨場

感のある情報収集に努める。

⑤エネルギーに関する公衆の意識調査研究

① 技術と社会との係わりを考慮して，学際

的な調査研究の実施，異分野の調査研究　

機関との連携等による総合的なアプロー

チを進める。

② 調査研究及び技術開発活動の推進にはコ

ンプライアンスの確保が不可欠であり，

当研究所の事業に係る協力企業や外注先

企業も含め，その徹底を図る。

③ 当研究所の創立30周年を記念する各種事

業を実施する。また，当研究所の長期的

な運営方針を示す「中長期ビジョン」の

改訂を行う。

２．各エネルギー分野における調査研究

等のテーマ

以上のような基本的な考え方を踏まえ，平

成20年度においては，以下の調査研究等を実

施する。

（１）総合的な見地からの調査研究

① エネルギー技術情報プラットフォームの

運用・整備
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（２）新エネルギー・エネルギーシステム関連

新エネルギーは，資源賦存に地域性が大き

く，また，利用形態も分散型エネルギー，系

統電力への併入，自動車用エネルギー等多様

であり，エネルギー供給システムの最適化を

図りつつ，長期的な視点から技術開発を推進

していくことが必要である。

平成20年度には，バイオマスエネルギー分

野において，これまで実施されてきたフィー

ルドテスト事業について評価等を行うととも

に，電力システム分野において，分散型電源

の技術開発動向等について調査研究を実施す

る。

将来の二次エネルギーとして期待される水

素エネルギーについては，水素燃料電池の実

用化を目指したシナリオ，技術課題について

の調査研究を実施するとともに，技術開発の

加速に資する国内外の研究協力の推進を図る。

また，グリーン水素（再生可能エネルギー等

を利用し製造された水素）エネルギーシステ

ムに関する調査研究を行う。さらに，水素の

安全な利用に資する調査研究等を行う。

自動車用エネルギーについては，石油代替

燃料の導入が注目されるようになってき

ており，近年，関心を集めるプラグインハイ

ブリッド車を含む電気自動車の導入戦略や技

術開発戦略に係る調査研究を実施する。

（ア）新エネルギーに関する調査研究

エネルギーに関する公衆の意識に関し，

アンケート調査により定期的に調査・分析

を実施する。

⑥ エネルギーマネージメントシステムの国

際標準化に関する調査研究

原油価格の高騰，地球環境問題に係る議

論の高まりに伴い世界的に関心が高まって

いるエネルギーマネージメントシステムに

関し国際標準化に係る調査研究を行う。将

来の標準化を円滑に推進することを目指し

て，エネルギー供給，使用および関連機器

製造・運用を行う組織等に適用されるエネ

ルギーマネジメントについて，各国の標準

化動向の調査および国際標準化活動に対応

するための調査を行う。国際標準が開発さ

れる場合には，わが国の実情に即した国際

標準の開発を主導するための検討を行う。

⑦ エネルギー関連の人材育成に係る調査研

究

エネルギー需給の安定に貢献できる人材

の継続的な供給を実現するため，エネルギ

ー関連人材の賦存状況や過不足の状況につ

いて調査を行い，人材育成に関する課題お

よびその対応策に係る研究を行う。

① バイオマスエネルギーのフィールドテス

ト事業に係る調査研究

② バイオマスエネルギーシステムの評価手

法の調査研究

③ サンベルト地域における太陽熱発電の実

用化に係る研究

④ 太陽光発電の出力変動とその影響に係る

調査研究

⑤風力発電の導入拡大方策に係る調査研究

⑥ 超臨界CO2ガスタービンに係る調査研究

⑦新エネルギー電源導入に係る調査研究

⑧ 電力の安定供給等に資する電気事業制度

のあり方に係る調査研究

⑨ 大規模電源と分散型電源が調和したエネ

ルギーシステムの構築に係る調査研究

⑩ 分散型電源の系統影響緩和に係る調査研

究

（イ）電力システム等に関する調査研究

（ウ）水素エネルギーに関する調査研究
⑪ 水素普及シナリオの策定及び関連する

技術課題の抽出・整理

⑫水素需要モデル構築に係る調査研究

⑬ 水素革新技術の調査研究および国内外の

研究機関との共同研究

⑭グリーン水素（再生可能エネルギー等を
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（３）化石エネルギー関連

化石エネルギーは，今後ともエネルギー供

給の太宗を占めていくと考えられる。

平成20年度においては，二酸化炭素排出量

削減に寄与する技術および資源安定供給に資

する技術の調査研究として，天然ガス関連で

は石炭からの代替天然ガス製造に係る技術・

経済性評価等を，石油関連では新燃料などが

市場に導入される際のエネルギー需給に係る

評価等を実施する。

資源量が豊富な石炭については，一層の利

用の拡大には環境適合性の高いガス体あるい

は液体燃料へ転換する技術の開発が不可欠で

ある。平成20年度においては，石炭乾留ガス

を改質しクリーン燃料とする技術，石炭液化

の実用化に向けた技術，また，これら技術を

総合的に評価する合成燃料の導入可能性に係

る調査研究を実施するとともに，二酸化炭素

排出量削減を目的とした石炭火力や製鉄プロ

セスの技術開発に係る調査研究を実施する。

その他，石油関連プラント設備等の寿命予測

に係る調査研究等を実施する。

（ア）天然ガス系エネルギーに関する調査研究

（４）地球環境関連

地球環境問題への対応は，本年7月に開催が

予定されている北海道洞爺湖サミットにおい

て中心的なテーマに位置づけられ，また，京

都議定書第一約束期間における温室効果ガス

排出量削減の実現に向け，現在，対応が最も

急がれている課題である。エネルギー技術全

般に関し専門的な知見を有する当研究所とし

ては，地球温暖化対策技術に関する調査及び

評価，エネルギーモデルを用いたシミュレー

ション等に係る調査研究を実施する。

平成20年度においては，地球環境問題に係る

国際的な動向を調査するとともに，当研究所

の地球環境統合評価モデルを活用した調査研

究等を行う。

地球温暖化対策技術等に関する調査研究

利用し製造された水素）エネルギーシス

テムに係る調査研究

⑮水素の安全利用に係る調査研究

⑯水素エネルギーに関する内外の技術開発

及び施策動向に係る調査研究

（エ）自動車用エネルギーに関する調査研究
⑰プラグインハイブリッド車等電気自動車

導入に係る調査研究

（オ）その他
⑱産業部門における熱需要実態に係る調査

研究

① 石炭からの代替天然ガス製造に係る調査

研究

② 二酸化炭素排出量削減に寄与する製造か

ら利用に至るシステム技術の調査研究

（イ）石油系エネルギーに関する調査研究

③ 新燃料を含有する燃料の評価に係る調査

研究

（ウ）石炭の利用技術に関する調査研究

④無触媒石炭乾留ガス改質技術の開発に係

る調査研究

⑤ 石炭液化技術の実用化に係る調査研究

⑥ 石炭起源の合成燃料の導入可能性に係る

調査研究

⑦ 革新的ゼロエミッション石炭火力発電に

係る調査研究

⑧ 環境調和型製鉄プロセスの要素技術に係

る調査研究

（エ）その他
⑨石油関連プラント設備等の寿命予測に係

る調査研究

⑩化石エネルギー資源動向に係る調査研究

①ポスト京都議定書対応に係る調査研究

②炭素循環の不確実性に係る調査研究
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（５）原子力関連（原子力工学センターに係る

ものは除く）

原子力は，実用的な非化石エネルギー源で

あり，世界の持続的な発展を担う上で重要な

エネルギーとして評価され，昨今，世界的に

原子力発電開発利用が推進されている。わが

国においても，経済産業省により原子力立国

計画が推進されており，当研究所も同計画の

円滑な実施に貢献していくこととしている。

平成20年度においては，将来の原子炉コンセ

プトである第４世代炉開発に係る国際的な共

同研究への参画を行うとともに，中小型炉，

高温ガス炉等の新型炉に関し調査研究を行う。

また，核燃料サイクル，放射性廃棄物処理処

分，革新的な原子力技術開発，人材育成等の

重要な課題に関し調査研究を実施する。

（ア）次世代原子炉技術等に関する調査研究

（６）原子力工学センターにおける事業

平成20年度は，新たに「原子力工学センタ

ー」を設置し，上記の原子力立国計画で推進

が明示された，2030年頃以降の国内における

既設炉の代替需要や国際市場を目指した次世

代軽水炉開発事業を，電力会社及び原子炉メ

ーカーとの協力の下，その中核機関として実

施する。また，譛原子力発電技術機構からの

継承事業である，安全解析事業，耐震性及び

軽水炉廃止措置に関する調査研究を実施し，

その発展を図る。

（ア）次世代軽水炉に関する技術開発及び調査

研究
① 海外の原子力技術開発政策の動向に係る

調査研究　　　

② 第４世代原子力システム開発に係る国際

研究協力

③中小型炉に係る調査研究

④ 高温ガス炉プラントの位置づけ・可能性

に係る調査研究　

（イ）核燃料サイクルに関する調査研究
⑤ 核燃料サイクルのシステム評価に係る調

査研究

⑥核燃料サイクル関連技術に係る調査研究

（ウ）放射性廃棄物処理処分に関する調査研究
⑦ 放射性廃棄物処分の体系的進め方に係る

調査研究

⑧ 高レベル放射性廃棄物処分の効果的な情

報提供に係る調査研究

（エ）将来に向けた原子力技術に関する調査研

究

⑨ 革新的実用原子力技術開発に係る調査研

究

（オ）原子力人材育成に関する調査研究
⑩ 原子力人材育成プログラムに係る人材育

成並びに研究環境整備に係る調査研究

①次世代軽水炉開発に係る技術開発

② 次世代軽水炉に係る規格基準整備のため

の調査研究

③ 次世代軽水炉の核燃料サイクルへの影響

に係る調査研究

（ィ）原子力安全に関する調査研究

④ 原子力発電施設の安全解析に係る調査研

究

（ウ）原子力発電施設の耐震性に関する調査研

究

⑤ 耐震信頼性実証試験データの有効活用に

係る調査研究

（エ）廃止措置に関する調査研究

⑥ 軽水炉廃止措置に係る規格整備に係る調

査研究

⑦軽水炉廃止措置の標準化に係る調査研究
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３．調査研究成果に係る情報発信

（１）前号の事業で得られた成果のうち，技術

情報として有用度の高いものを編集し，情報

提供を行う。これらの調査研究に係る活動内

容や成果は，寄稿・投稿，講演会，学会発表，

ホームページへの掲載等により公表し，広く

利用に供することとする。

（２）当研究所では，下記の手法により，調査

研究成果に係る情報発信を行う。

（２）当研究所の「中長期ビジョン」の改訂を

行う。

（３）産・学・官の緊密な協力体制の下，エネ

ルギー技術上の諸問題について，関係各分野

の専門家による情報交換と共有を実施する場

を提供し，適宜，エネルギー技術開発のあり

方について提言を行う。

① 定期刊行物（季報エネルギー総合工学）

の刊行

②月例研究会等の開催

③ エネルギー技術情報プラットフォームの

整備及び運用

④ エネルギー技術に係る冊子（エネルギー

技術最前線）の刊行

① 海外招聘講演も含む創立30周年記念シン

ポジウムの開催

② エネルギー技術に係る懸賞論文コンクー

ルの実施

③当研究所の活動を記録した「30年の歩み」

の作成及び配布

④ エネルギー技術開発戦略に係る出版物の

刊行

４．その他

（１）当研究所の創立30周年を記念して，以下

の事業を実施する。

（４）海外の調査研究機関との交流・連携を深

めるとともに，国際プロジェクトへの参画等

により，国際協力の一端を担う。
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●行　事　案　内●

創立30周年記念特別シンポジウム

主　　催：�エネルギー総合工学研究所

協　　賛：エネルギー・資源学会，譖日本エネルギー学会，

譖日本原子力学会

開催日時：平成20年5月15日（木）10：00～17：00

会　　場：経団連ホール（定員450名）
東京都千代田区大手町1－9－4 経団連会館14F

参 加 費：無料

問合せ先：（財）エネルギー総合工学研究所シンポジウム事務局
電話：03－3508－8891／FAX：03－3501－1735
E-mail：sympo@iae.or.jp
ホームページ：http://www.iae.or.jp/ 

エネルギーと地球環境の未来を拓く

―エネルギーに対する技術の貢献と戦略―
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研究所のうごき
（平成20年１月２日～４月１日）

◇　第29回評議員会
日 時：３月６日（木）10:30～11:30
場 所：経団連会館（９階） 902号室
議 題：
第一号議案 平成20年度事業計画および収支予算

（案）について
第二号議案 NUPECの事業継承ならびに残余財

産の受け入れについて
第三号議案 理事および監事の選任について
第四号議案 寄附行為の一部変更について
第五号議案 その他

◇　第71回理事会
日 時：３月14日（金）10:30～11:30
場 所：経団連会館（９階） 902号室
議 題：
第一号議案 平成20年度事業計画および収支予算

（案）について
第二号議案 NUPECの事業継承ならびに残余財

産の受け入れについて
第三号議案 寄附行為の一部変更について
第四号議案 理事４役の互選について
第五号議案 評議員の一部交替について
第六号議案 顧問の委嘱について
第七号議案 事務局長の委嘱について
第八号議案 その他

◇　月例研究会

第264回月例研究会
日　時：１月25日（金）14:00～16:00
場　所：航空会館５階501・502会議室
テーマ：
１．合成燃料のLCA評価
（日本工業大学　工学部　システム工学科　
准教授　八木田浩史　氏）

２．メタンハイドレート資源開発と応用技術
（（独）産業技術総合研究所　メタンハイドレ
ート研究ラボ　ラボ長　成田　英夫　氏）

第265回月例研究会
日　時：２月29日（金） 14:00～16:00
場　所：航空会館５階501・502会議室
テーマ：
１．米国における国内排出権取引をめぐる動向
の分析
（譛電力中央研究所　社会経済研究所　重点課
題温暖化防止政策の分析と提言 研究員　
上野　貴弘　氏）

２．石炭ガス化複合発電（IGCC）実証機の運転
状況
（㈱クリーンコールパワー研究所　常務取締役　
石橋　喜孝　氏）

第266回月例研究会
日　時：３月28日（金）14:00～16:00
場　所：航空会館５階501・502会議室
テーマ：
１．平成19年度エネルギー技術に関するアンケ
ート調査の結果
（譛エネルギー総合工学研究所 研究理事
主席研究員　疋田　知士）

２．「エネルギー”どんだけ～！”って考えてみ
たくなるエネルギー・環境教育のすすめ」～エ
ネルギー・環境教育で育むStruggle for Living
（生きる力）～
（㈱環境エネルギー総合研究所 代表取締役　
大庭　みゆき氏）

◇　外部発表

［講演］
発表者：小野闢　正樹
テーマ：バイオマス・天然ガス・石炭などから製

造する合成液体燃料の将来動向
発表先：千代田化工建設㈱　公開講座（非公開）
日　時：１月21日

発表者：徳田　憲昭

テーマ：譛エネルギー総合工学研究所の取り組み　
（風力発電関係）

発表先：JEMA「第５回風力発電・成果データ検討
分科会／PT12-2合同会議」
日　時：１月21日

発表者：蓮池　宏，村田　謙二，　渡部　朝史
テーマ：自動車の走行距離分布を考慮したプラグ

インハイブリッド自動車の経済性評価
発表先：第24回エネルギーシステム・経済・環境

コンファレンス
日　時：１月30日～31日

発表者：蓮池　宏
テーマ：超長期エネルギー技術戦略と電動車両へ

の期待
発表先：科学技術展望懇談会（㈱テクノバ主催）
日　時：２月22日

発表者：石垣　幸雄
テーマ：（1）品質別電力供給システム実証研究に

係る総合調査－負荷設備の需要・運用実
態調査結果について－
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（２） 品質別電力供給システム実証研究
に係る総合調査－停電及び瞬時電圧低下
の被害状況に関する調査結果について－

発表先：平成20年電気学会全国大会（一般講演）
発表日：３月19日～21日

発表者：渡部　朝史
テーマ：新電力ネットワーク技術に関わる総合調

査―経済性評価に関する検討結果につい
て―

発表先：平成20年電気学会全国大会（一般講演）
日　時：平成20年３月19日～21日

発表者：浦田　浩孝
テーマ：電力ネットワーク技術実証研究―分散型

電源連系に伴う標準的な電圧上昇対策の
検討―

発表先：平成20年電気学会全国大会（一般講演）
日　時：平成20年３月19日～21日

［論文・寄稿］
発表者：角本　輝充，赤井　誠（産総研），白井　

俊行（資エ庁）
テーマ：エネルギー分野における技術戦略マップ

の概要
寄稿先：日本エネルギー学会誌１月号（特集「我

が国のエネルギー分野の技術戦略」）

発表者：坂田　興，蓮池　宏，大西　徹，
浅見　直人

テーマ：「新エネルギーの開発・導入促進」に寄
与する技術の技術戦略

寄稿先：日本エネルギー学会誌１月号（特集「我
が国のエネルギー分野の技術戦略」）

発表者：小野闢　正樹，講川　孝治（産総研）
テーマ：「化石燃料の安定供給とクリーン・有効

利用」に寄与する技術の技術戦略
寄稿先：日本エネルギー学会誌１月号（特集「我

が国のエネルギー分野の技術戦略」）

発表者：波多野　守
テーマ：「原子力利用の推進と大前提となる安全

の確保」に寄与する技術の技術戦略
寄稿先：日本エネルギー学会誌１月号（特集「我

が国のエネルギー分野の技術戦略」）

発表者：蓮池　宏
テーマ：「運輸部門の燃料多様化」に寄与する技

術の技術戦略
寄稿先：日本エネルギー学会誌１月号（特集「我

が国のエネルギー分野の技術戦略」）

発表者：松井　一秋
テーマ：会議報告　ロシアの核燃料サイクル戦略　

がわかる－ISTC科学諮問委員会セミナ－
2007年9月22日～27日（ロシア，ニジニ・
ノブゴロド）

寄稿先：日本原子力学会誌Vol.50, No.1（平成20年
１月）

発表者：山田　英司
テーマ：第20回世界エネルギー会議ローマ大会参

加報告
寄稿先：エネルギーレビュー　２月号（平成20年

１月20日発行）

発表者：松井　一秋
テーマ：ショートレポート　制御棒引き抜け報告

会に思う
寄稿先：日本原子力学会誌 Vol.50, No.2（平成20年

２月）

発表者：浅見　直人
テーマ：エネルギー分野におけるバイオマスの活

用～バイオマスのエネルギー利用におけ
る技術の現状と展開について～

寄稿先：京都高度技術研究所活動報告書『バイオ
マス利用研究』（平成20年２月）

発表者：松井　一秋
テーマ：随筆「正月の社説」
寄稿先：エネルギーレビュー　３月号（平成20年

２月20日発行）

発表者：鳥飼　誠之
テーマ：原子力学会倫理規程と技術倫理
寄稿先：「技術士」（日本技術士会機関誌）倫理シ

リーズ（平成20年３月号）

発表者：中村　恒明，村田　謙二，坂田　興，
岩渕　宏之

テーマ：燃料電池自動車用水素の供給価格と技術
課題

寄稿先：水素エネルギー協会誌　第33巻第１号
（平成20年３月31日）

発表者：坂田　興
テーマ：近未来の水素製造とコスト
寄稿先：水素エネルギー協会誌　第33巻第１号

（平成20年３月31日）
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◇　人事異動

○３月31日付
（出向解除）
石垣幸雄 プロジェクト試験研究部主管研究員
岡田康宏 プロジェクト試験研究部主管研究員

○４月１日付
（採用）
時松宏治 プロジェクト試験研究部　主任研究員
笠井 滋 原子力工学センター　部長（副主席研

究員）
岡田英俊 原子力工学センター　主管研究員
堀内亜紀子 原子力工学センター　研究員
高野里美 原子力工学センター　研究員

（出向採用）
國分裕一 プロジェクト試験研究部　主管研究員
吉田一雄 プロジェクト試験研究部　主管研究員
小西康雄 プロジェクト試験研究部　主管研究員
大賀幸治 原子力工学センター　主管研究員
黒崎利和 原子力工学センター　主管研究員
山本知史 原子力工学センター　主管研究員
上原 靖 原子力工学センター　主任研究員
井上方夫 原子力工学センター　主任研究員
長峰康雄 原子力工学センター　主任研究員

（嘱託採用）
内藤正則 原子力工学センター　部長（特任参事）
白川典幸 原子力工学センター　参事

（兼務）
山田英司 専務理事兼原子力工学センター長
井上 隆 プロジェクト試験研究部兼原子力工学

センター　主管研究員
中村文隆 プロジェクト試験研究部兼原子力工学

センター　主管研究員
鈴木和人 プロジェクト試験研究部兼原子力工学

センター　主管研究員
都筑和泰 プロジェクト試験研究部兼原子力工学

センター　主任研究員（一般職５級）

（異動）
小川紀一郎 プロジェクト試験研究部　参事

（昇級）
徳田憲昭 基幹職２級
池田郁子 一般職５級
末廣理恵 プロジェクト試験研究部　主任研究員

（一般職４級）
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編集後記

科学技術と社会との関わりについて問

題が起こり得ると認識されて久しい。人

類にとって永遠の課題であろう。

なぜ問題なのか。言うまでもなく，科

学技術が社会にそしてその構成要素であ

る人間に対して，恩恵のみをもたらすハ

ッピーなケースは限定的で，害をなす場

合あるいは恩恵と害を同時に与える場合

があるからだ。

科学技術は人間の頭脳が生み出したも

の。純粋な学問的興味から産まれ，ある

いは人間のそもそもの運動能力を何倍に

もする道具として，文化や知恵の継承，

快適で豊かな生活，健康な生活等々を助

ける手段として，戦争の手段として，そ

して金儲けのために，次々と創造されて

きた。このような活動は人類が滅亡する

まで止まないだろうとすると，科学技術

には，社会および人間と“折り合い”を

付けていくことが求められる。

もとよりこのことは今始まったことで

はなく，多分産業革命以降の歴史の中で

繰り返し言明されてきたことだ。しかし，

地球温暖化への対応が広く人々に認識さ

れた今日において，この折り合いの重要

性はかってなく高まっているのではない

だろうか。当然，折り合うべき対象の社

会的広がりを認識しなければならない。

広がりには，地理的広がりもあれば，世

代，階層，信条，宗教，人種，国家，

等々の広がりもある。また，地方の問題

であると同時に日本の問題であるもの，

あるいは日本の問題であるとともにア

ジアのそして世界の国々の問題である

ものといった複合的な問題もある。広

がりの中の部分と全体では折り合いの

付け方も異なってくるだろうし，一般

的に単純な回答は期待できないだろう。

広い視点を持って，原則について，そ

して細則におよぶ合意を形成していく

必要がある。

言うまでも無く，折り合いは相互的

であり，科学技術のみならず社会サイ

ドの問題でもある。社会が，場合によ

っては自らのあり方を変えることを含

めて科学技術をどのように使いこなす

のか，今や受動的に受け入れるだけで

なく，主体的な取り組みをせざるを得

なくなったと言えるであろう。

科学技術と社会の双方ともに近視眼

的議論に終始することは許されない。

折り合いは，地球温暖化を考えれば主

にエネルギー分野の課題であるが，同

様な広がりを有する医療および情報分

野にとっても，極めて重要であると考

えられる。

折り合いを付けられない科学技術が

社会から退場するだけで済めばそれで

良いが，もしかするとそれは大きな損

失かもしれない。

編集責任者　疋田知士
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